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税務訴訟資料 第２６４号－１４３（順号１２５２４） 

名古屋地方裁判所　平成●●年（○○）第●●号　法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（刈谷税務署長） 

平成２６年９月４日一部認容・却下・控訴 

判 決 

原告  株式会社Ａ 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 国谷 史朗 

同  畑 郁夫 

同 若林 元伸 

同 高槻 史 

同 小森 悠吾 

同 多田 慎 

被告  国 

同代表者法務大臣 馬場 みどり 

処分行政庁  刈谷税務署長 

影山 孝之 

同指定代理人 布目 武 

同 立田 渉 

同 土田 悟土 

同 尾関 孝信 

同 武田 克彦 

同 小西 宏季 

主 文 

１ 処分行政庁が平成２２年６月２８日付けで原告に対してした原告の平成１９年４月１日から平

成２０年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額１８０９億７８７０万９

７３３円、納付すべき税額３０９億７４１９万２１００円を超える部分及び過少申告加算税賦課決

定処分を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成２５年２月２８日付けで原告に対してした原告の平成２０年４月１日から平

成２１年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス６８８億６９０

３万１６３３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金６８８億６９０３万１６３３円を下回る

部分を取り消す。 

３ 本件訴えのうちその余の部分をいずれも却下する。 

４ 訴訟費用はこれを４００分し、その１を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 
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１ 主文１項と同旨 

２ 処分行政庁が平成２２年６月２８日付けで原告に対してした原告の平成２０年４月１日から

平成２１年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス６８８億６

９０３万１６３３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金６８８億６９０３万１６３３円を

下回る部分を取り消す。 

３ 処分行政庁が平成２４年６月２２日付けで原告に対してした原告の平成２０年４月１日から

平成２１年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分（ただし平成２４年１０月１２日付け

減額再々更正処分により一部取り消された後のもの）のうち所得金額マイナス６９８億６５８３

万４１６６円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金６９８億６５８３万４１６６円を下回る

部分を取り消す。 

４ 処分行政庁が平成２５年２月２８日付けで原告に対してした原告の平成２０年４月１日から

平成２１年３月３１日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得金額マイナス６９８億６

５８３万４１６６円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金６９８億６５８３万４１６６円を

下回る部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、内国法人である原告が、平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで及び同年

４月１日から平成２１年３月３１日までの各事業年度（以下、それぞれ「平成２０年３月期」及

び「平成２１年３月期」といい、併せて「本件各事業年度」という。）の法人税の各確定申告を

したところ、処分行政庁から、租税特別措置法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの。

以下「措置法」という。）６６条の６第１項（タックスヘイブン対策税制）により、シンガポー

ル共和国（以下「シンガポール」という。）において設立された原告の子会社であるＢ（以下「Ｂ」

という。）の課税対象留保金額に相当する金額が原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金

の額に算入されるなどとして、平成２２年６月２８日付けで本件各事業年度の法人税の更正処分

及び平成２０年３月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けた上、平成２４年６月

２２日付け及び平成２５年２月２８日付けで平成２１年３月期の法人税の各再更正処分を受け

たため、上記各更正ないし再更正処分のうち原告主張金額を超える部分及び上記賦課決定処分の

取消しを求める事案である。 

２ 法令等の定め 

(1) 関係法令の定めは、別紙「関係法令の定め」に記載したとおりである。 

(2) タックスヘイブン対策税制について 

ア 内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入 

 措置法６６条の６第１項は、同項各号に掲げる内国法人（国内に本店又は主たる事務所を

有する法人等をいう。以下同じ。措置法２条２項１号の２、２号、法人税法（平成２１年法

律第１３号による改正前のもの。以下同じ。）２条３号、８号。）に係る外国関係会社のうち、

本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担

が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令

で定める外国関係会社に該当するもの（特定外国子会社等）が、昭和５３年４月１日以後に

開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定め

るところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税

法２３条１項１号に規定する剰余金の配当等の額に関する調整を加えた金額（適用対象留保
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金額）を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国

子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内

容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（課税対象留保金額）に相当する金額

は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から２月を経過する

日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する旨規定して

おり、措置法６６条の６第１項１号には、「その有する外国関係会社の直接及び間接保有の

株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資（その有する自己の株式等を除く。）

の総数又は総額のうちに占める割合が１００分の５以上である内国法人」が掲げられている。 

 ここでいう「外国関係会社」とは、外国法人（内国法人以外の法人等をいう。措置法２条

２項１号の２、２号、法人税法２条４号、８号）であって、その発行済株式又は出資（その

有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額のうちに居住者（措置法２条１項１号の２）

及び内国法人が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合が

１００分の５０を超えるものをいうものとされている（措置法６６条の６第２項１号）。そ

して、「特定外国子会社等」とは、この外国関係会社のうち、①法人の所得に対して課され

る税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は②その各

事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の１００分の２５以下である

ものをいうものとされている（租税特別措置法施行令（平成２１年政令第１０８号による改

正前のもの。以下「措置法施行令」という。）３９条の１４第１項）。 

 このように、措置法６６条の６は、特定外国子会社等、すなわち外国関係会社のうち、①

法人の所得に対して課される税が存在しない国若しくは地域に本店若しくは主たる事務所

を有するもの又は②その各事業年度における租税負担割合が政令で定める一定の税率（「ト

リガー税率」といわれる。平成２２年政令第５８号による租税特別措置法施行令の改正前は

上記のとおり２５％。）以下であるものの適用対象留保金額のうち内国法人の持株割合に応

じて計算される課税対象留保金額を内国法人の収益の額とみなし、益金に算入して課税する

制度（外国子会社合算税制の一種）を定めており、この制度は、一般に「タックスヘイブン

対策税制」と称されている。 

イ 適用除外 

 措置法６６条の６第３項、４項は、特定外国子会社等が、次の(ア)ないし(エ)に掲げる要

件（以下「適用除外要件」という。）の全て（ただし、(エ)についてはａ又はｂのいずれか

の要件）を満たしている場合には、特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対

象留保金額については、同条１項の規定は適用しない旨規定している。 

(ア) 当該特定外国子会社等が、株式（出資を含む。）若しくは債券の保有、工業所有権そ

の他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これ

らの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに

準ずるものを含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもので

ないこと（以下「事業基準」という。）（３項括弧書き） 

(イ) 当該特定外国子会社等の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（本店所在地

国）において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固

定施設を有すること（以下「実体基準」という。）（３項） 

(ウ) 当該特定外国子会社等の本店所在地国において、その事業の管理、支配及び運営を自
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ら行っていること（以下「管理支配基準」という。）（３項） 

(エ) 各事業年度において当該特定外国子会社等の行う主たる事業が、次の各号に掲げる事

業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当すること 

ａ 当該特定外国子会社等の行う主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、

保険業、水運業又は航空運送業に該当する場合には、その事業を主として当該特定外国

子会社等に係る関連者（当該特定外国子会社等に係る措置法４０条の４第１項各号に掲

げる居住者、措置法６６条の６第１項各号に掲げる内国法人及び措置法６８条の９０第

１項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの）以外

の者との間で行っている場合として政令で定める場合に該当すること（以下「非関連者

基準」という。）（４項１号） 

ｂ 当該特定外国子会社等の行う主たる事業が上記ａに掲げる事業以外の事業に該当す

る場合には、その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（当該国

又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行っている場合として政令

で定める場合に該当すること（以下「所在地国基準」という。）（４項２号） 

ウ 平成２２年法律第６号によるタックスヘイブン対策税制の改正 

 平成２２年法律第６号による改正後の租税特別措置法（以下「平成２２年改正措置法」と

いう。）６６条の６第３項は、その柱書き中の括弧書きにおいて、前記イ(ア)のとおり、タ

ックスヘイブン対策税制の適用対象について、「株式等若しくは債券の保有《中略》を主た

る事業とするものを除く。」と定めた上、当該括弧書き中に更に括弧書きを設け、上記「株

式等若しくは債券の保有《中略》を主たる事業とするもの」から、「株式等の保有を主たる

事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総

合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の

外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除

く。」と規定している。 

 これを受けて、平成２２年政令第５８号による改正後の租税特別措置法施行令（以下「平

成２２年改正施行令」という。）３９条の１７第１０項は、「法第６６条の６第３項に規定す

る特定外国子会社等（第８項第１号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この

項において同じ。）が統括会社に該当する場合における前２項の規定の適用については、同

号及び前項に規定する関連者には、当該特定外国子会社等に係る被統括会社を含まないもの

とする。」と規定し、卸売業を主たる事業として営む統括会社に係る被統括会社を非関連者

基準における関連者から除外するものとしている。 

 これら改正後の規定は、特定外国子会社等の平成２２年４月１日以後に開始する事業年度

に係る適用対象金額及び当該適用対象金額に係る課税対象金額について適用され、同日前に

開始した事業年度に係る適用対象金額及び当該適用対象金額に係る課税対象金額について

は、なお従前の例によるとされている（平成２２年法律第６号附則９０条１項）。 

エ 平成２３年法律第８２号による租税特別措置法６６条の６第３項の文言整理 

 平成２３年法律第８２号による改正後の租税特別措置法では、文言の整理が行われ、６６

条の６第３項柱書きの規定は、「第１項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外

国子会社等で、株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の

技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これらの権利に関する使用権を含む。）
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若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の提供又は船舶

若しくは航空機の貸付け（次項において「特定事業」という。）を主たる事業とするもの（株

式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国

法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政

令で定めるもの（以下この項において「統括業務」という。）を行う場合における当該他の

外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの（以下

この項において「事業持株会社」という。）を除く。）以外のものが、その本店又は主たる事

務所の所在する国又は地域においてその主たる事業（事業持株会社にあっては、統括業務と

する。以下この項において同じ。）を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の

固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合で

あって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当す

るかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する

事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。」と改められた。 

(3) 更正の請求について 

ア 更正の請求の期間等 

 国税通則法（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの。以下「通則法」という。）

２３条１項は、納税申告書を提出した者は、同項各号のいずれかに該当する場合には、当該

申告書に係る国税の法定申告期限から１年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課

税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定し、その２号は

「１号に規定する理由（当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関

する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと）により、当該申

告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純損失等の金額の記載

がなかったとき」を掲げている。 

 上記の「純損失等の金額」とは、法人税法に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事

業年度又はその連結事業年度以前において生じたもののうち、同法の規定により翌事業年度

以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連

結所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前

連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基

礎とすることができるものをいう（通則法２条６号ハ(2)）。 

イ 平成２３年法律第１１４号による更正の請求の期間の改正 

 前記アのとおり「法定申告期限から１年以内」とされていた更正の請求の期間については、

平成２３年法律第１１４号により、「法定申告期限から５年以内」と改正されたが、この改

正後の規定は、同法律の施行日である平成２３年１２月２日以後に法定申告期限が到来する

国税について適用されるものである。 

３ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めら

れる事実。以下、書証番号は、特記しない限り枝番を含む。） 

(1) 原告及びＢの株式保有関係等 

ア 原告は、自動車関連製品（自動車部品）の製造・販売等を目的とする株式会社（内国法人）

である。なお、原告は、３５の国と地域で事業を展開し、全世界に２００以上のグループ会

社を有する。（甲１、２、乙９、１０、弁論の全趣旨） 
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イ Ｂは、シンガポールに本店を置くシンガポール法人であり、平成１９年３月３１日及び平

成２０年３月３１日において、原告の１００％子会社であった。（乙７ないし１０、弁論の

全趣旨） 

ウ Ｂは、２００６年４月１日から２００７年３月３１日まで及び同年４月１日から２００８

年３月３１日までの各事業年度（以下、それぞれ「２００７事業年度」及び「２００８事業

年度」といい、併せて「Ｂ各事業年度」という。）において、別表１「本件各事業年度にお

けるＢに係る子会社及び関係会社」及び別表２「Ｂの子会社及び関係会社持分」のとおり、

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）地域に存する子会社１３社及び関連会社３社の株式を保

有していた。（弁論の全趣旨） 

エ ＢのＢ各事業年度における所得の金額及び租税の額は、別表３「Ｂのシンガポールにおけ

る租税負担割合」のとおりであり、Ｂのシンガポールにおける所得に対する租税の負担割合

は、２００７事業年度においては２２．８９％、２００８事業年度においては１２．７８％

であった。（乙４、５、弁論の全趣旨） 

オ Ｂは、２００７事業年度及び２００８事業年度において、それぞれ、６３３１万８８２７．

９４星ドル及び８６５７万３７９３．７２星ドルの適用対象留保金額・課税対象留保金額（措

置法６６条の６第１項、措置法施行令３９条の１６）を有していた。（乙３ないし５、弁論

の全趣旨） 

(2) 原告の確定申告 

ア 原告は、平成２０年６月３０日、処分行政庁に対し、平成２０年３月期の法人税について、

別表４「課税の経緯（平成２０年３月期）」の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書

を提出した。（弁論の全趣旨） 

イ 原告は、平成２１年６月３０日、処分行政庁に対し、平成２１年３月期の法人税について、

別表５「平成２１年３月期課税の経緯」の「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書を提

出した。（弁論の全趣旨） 

ウ 原告は、前記ア及びイの各確定申告書のいずれにおいても、Ｂについて措置法６６条の６

第１項の適用が除外されることを前提に、原告の所得金額の計算をしていた。（弁論の全趣

旨） 

(3) 本件各処分の経緯 

ア 処分行政庁は、平成２１年２月１７日、原告に対し、平成２０年３月期の法人税について、

別表４「課税の経緯（平成２０年３月期）」の「更正処分等（第１次更正処分）」欄のとおり、

更正処分をした上、平成２２年６月２８日、原告に対し、平成２０年３月期の法人税につい

て、同別表の「更正処分等（第２次更正処分）」欄のとおり、再更正処分（以下「平成２０

年３月期更正処分」という。）をするとともに、同法人税に関し１億５１１８万６０００円

の過少申告加算税賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」という。）をした。 

 また、処分行政庁は、同日、原告に対し、平成２１年３月期の法人税について、別表５「平

成２１年３月期課税の経緯」の「更正処分（第１次更正処分）」欄のとおり、更正処分（以

下「平成２１年３月期第１次更正処分」又は「第１次更正処分」という。）をした。 

 これら平成２０年３月期更正処分及び平成２１年３月期第１次更正処分は、「Ｂは、措置

法６６条の６第１項所定の特定外国子会社等に該当し、その主たる事業は株式保有事業であ

り、同条４項所定の適用除外要件の前提となる同条３項括弧書き（事業基準）を満たさない
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から、同条１項が適用され、原告の本件各事業年度の所得金額の計算上、課税対象留保金額

に相当する金額が益金の額に算入される。」との判断に基づくものであった。（甲３、弁論の

全趣旨） 

イ 処分行政庁は、平成２４年６月２２日、原告に対し、平成２１年３月期の法人税について、

別表５「平成２１年３月期課税の経緯」の「第２次更正処分」欄のとおり、再更正処分（以

下「平成２１年３月期第２次更正処分」又は「第２次更正処分」という。）をした。 

 この第２次更正処分では、所得金額の計算上、①修繕料等のうち損金の額に算入されない

金額、②製造原価のうち損金の額に算入されない金額、③減価償却超過額、④売上げの計上

漏れ、⑤購入部品価格差異のうち損金の額に算入されない金額、⑥雑費のうち損金の額に算

入されない金額、⑦特別償却準備金繰入限度超過額、⑧特別償却準備金の益金算入額の過少

額に関して各加算をする一方、①一括償却資産損金算入限度超過額の損金算入額、②税額控

除の対象となる外国法人税の額等の損金不算入額の過大額、③一括評価金銭債権に係る貸倒

引当金の繰入限度超過額の過大額に関して各減算をした結果、差し引き９億９６８０万２５

３３円欠損金額が増加した。上記減算項目②は、原告の確定申告書において、法人税法６９

条８項の規定を適用することができるものとして、同法２８条の規定により益金の額に算入

していた金額のうち、平成２１年３月期においては外国税額控除の対象とならず、同法６９

条８項を適用できないことが判明した金額を減算したものである。そして、この事業年度に

おいて控除できる外国税額が減少したことにより、他方で、還付所得税額等が９億９５３７

万３００３円減少し、差引納付すべき税額が９億９５３７万３０００円増加した。（甲５１、

弁論の全趣旨） 

ウ 処分行政庁は、平成２４年１０月１２日、原告に対し、平成２１年３月期の法人税につい

て、別表５「平成２１年３月期課税の経緯」の「第３次更正処分」欄のとおり、再々更正処

分（以下「平成２１年３月期第３次更正処分」又は「第３次更正処分」という。）をした。 

 この第３次更正処分は、第１次更正処分前に、原告の平成１６年４月１日から平成１７年

３月３１日まで、同年４月１日から平成１８年３月３１日まで及び同年４月１日から平成１

９年３月３１日までの各事業年度（以下、それぞれ「平成１７年３月期」、「平成１８年３月

期」及び「平成１９年３月期」という。）の法人税につき措置法６６条の４に基づいてした

更正処分について、相手国（スペイン国）との間に成立した相互協議の合意に従って、平成

１８年３月期及び平成１９年３月期の所得金額を再更正したこと等に伴い、平成２１年３月

期における外国税額の控除額及び還付所得税額等をいずれも１億１６２２万６０９４円増

加させ、差引納付すべき税額を同額減少させたものである。（甲５２、弁論の全趣旨） 

エ 処分行政庁は、平成２５年２月２８日、原告に対し、平成２１年３月期の法人税について、

別表５「平成２１年３月期課税の経緯」の「第４次更正処分」欄のとおり、再々々更正処分

（以下「平成２１年３月期第４次更正処分」又は「第４次更正処分」という。）をした。 

 この第４次更正処分は、第１次更正処分前に、原告の平成１７年３月期、平成１８年３月

期及び平成１９年３月期の法人税につき措置法６６条の４に基づいてした更正処分につい

て、相手国（タイ王国）との間に成立した相互協議の合意に従って、平成１８年３月期及び

平成１９年３月期の所得金額を再更正したこと等に伴い、平成２１年３月期における外国税

額の控除額及び還付所得税額等をいずれも８億３５４８万３８７６円減少させ、差引納付す

べき税額を８億３５４８万３８００円増加させたものである。（甲５３、弁論の全趣旨） 
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(4) 本件訴訟に至る経緯等 

ア 原告は、平成２０年３月期更正処分及び平成２１年３月期第１次更正処分並びに本件賦課

決定処分を不服として、平成２２年８月２６日、名古屋国税局長に対し、異議申立てをした

が、同国税局長は、同年１１月２４日、これを棄却する旨の決定をした。（甲４） 

イ 原告は、上記決定を不服として、平成２２年１２月２２日、国税不服審判所長に対し、審

査請求をしたが、同所長は、平成２３年１１月２２日付けで、これを棄却する旨の裁決をし

た。（甲５、弁論の全趣旨） 

ウ 原告は、平成２３年８月８日、平成２０年３月期更正処分及び平成２１年３月期第１次更

正処分のうち原告主張金額を超える部分並びに本件賦課決定処分の取消しを求めて（前記第

１の１及び２の各請求を掲げて）本件訴訟を提起した。（顕著な事実） 

エ 原告は、平成２６年２月１０日、平成２１年３月期第２次更正処分（ただし第３次更正処

分により一部取り消された後のもの）及び第４次更正処分のうち原告主張金額を超える部分

の取消しを求める請求（前記第１の３及び４の各請求）を追加する旨の訴えの変更をした。

（顕著な事実） 

(5) 税額等 

 措置法６６条の６第１項の適用に関する争点（後記４(2)）について原告の主張が容れられ

た場合には、原告の平成２０年３月期の法人税については、所得金額１８０９億７８７０万９

７３３円、納付すべき税額３０９億７４１９万２１００円となり、原告の平成２１年３月期の

法人税については、所得金額マイナス６９８億６５８３万４１６６円、還付所得税額等７５億

９５６０万７６８２円、翌期へ繰り越す欠損金６９８億６５８３万４１６６円となる。 

 他方、上記争点について被告の主張が容れられた場合には、原告の平成２０年３月期の法人

税については、所得金額１８６０億１８２５万５２４８円、納付すべき税額３２４億８６０５

万５９００円となり、原告の平成２１年３月期の法人税については、所得金額マイナス６３５

億５３７９万１１０８円、還付所得税額等８８億８０５５万４４８４円、翌期へ繰り越す欠損

金６３５億５３７９万１１０８円となる。 

 本件では、これら税額の算出過程における各金額について、当事者間に争いはない。 

４ 争点 

(1) 平成２１年３月期第４次更正処分のうち確定申告書に記載されている所得金額を超えない

部分及び確定申告書に記載されている翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分の取消しを求

める訴えの適法性（本案前の争点） 

(2) 措置法６６条の６第１項の適用の有無（本案の争点） 

ア Ｂは、株式の保有を「主たる事業」（措置法６６条の６第３項括弧書き）とするものかど

うか（本案の争点①）。 

イ Ｂの主たる事業は、「卸売業」（措置法６６条の６第４項１号）に該当するかどうか（本案

の争点②）。 

５ 争点に関する当事者の主張 

(1) 第４次更正処分のうち申告所得金額を超えない部分等の取消しを求める訴えの適法性（本

案前の争点） 

【被告の主張】 

ア 法人税のように、納付すべき税額確定の手続につき申告納税方式によるものとされている
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国税においては、納付すべき税額は、原則として納税者の申告により確定し（通則法１５条

及び１６条１項、法人税法７４条１項）、納税者が申告の内容を自己の利益に変更するため

には、更正の請求の方法（通則法２３条、法人税法８０条の２）によらなければならないも

のとされている。申告納税制度が採られている国税において、確定申告書に記載された事項

の過誤の是正につき更正の請求という特別の方法が設けられたのは、課税標準等の決定は最

もその間の事情に通じている納税者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が

特に認めた場合に限るものとすることが、租税債務を可及的速やかに確定させるべき国家財

政上の要請に応ずるものであり、納税者に対しても過当な不利益を強いるおそれがないと考

えられるからである。このような更正の請求の制度趣旨に照らせば、申告に係る納税すべき

税額等を更正する処分を受けた納税者は、申告の無効を主張することができるような特段の

事情がある場合を除き、当該更正処分のうち申告した所得金額を超えない部分及び申告した

翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分については、上記更正の請求の手続を経ない限り、

抗告訴訟において取消しを求めることは許されないというべきである（最高裁昭和３９年１

０月２２日第一小法廷判決・民集１８巻８号１７６２頁（以下「昭和３９年最判」という。）

参照）。 

イ 本件において、原告は、平成２１年３月期第４次更正処分のうち、申告した所得金額を超

えない部分及び申告した翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分を含めて取消しを求めて

いるところ、当該申告した所得金額を超えない部分（翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部

分）の金額は、原告において法人税法２８条に基づき当該事業年度の所得金額に加算してい

た控除対象外国法人税額が過大である等の理由で、平成２１年３月期第２次更正処分により

是正された所得金額の減算金額９億９６８０万２５３３円に相当する金額である。 

 ところで、平成２１年３月期第２次更正処分は、所得金額を減額し、差引納付すべき税額

を増額する処分であるところ、この差引納付すべき税額の増額は、平成２０年３月期更正処

分により平成２１年３月期へ繰り越される平成２０年３月期の外国法人税額の「繰越控除限

度額」（法人税法６９条２項、法人税法施行令（平成２３年政令第１９６号による改正前の

もの）１４４条）が平成２１年３月期の確定申告書記載の額１億３１９９万８６６８円から

１４億１６９４万５５６５円に増額したことによるものである。しかしながら、平成２０年

３月期更正処分がされる前における平成２０年３月期から繰り越される外国法人税額の「繰

越控除限度額」は、平成２１年３月期の確定申告書に記載された金額１億３１９９万８６６

８円であったから、同確定申告書に記載した課税標準等について、平成２１年３月期第２次

更正処分の内容に従って是正する場合は、別表６のとおり、所得金額は減額となり、差引納

付すべき税額に何ら変動は生じない。 

 そうすると、上記確定申告書に記載した課税標準等について、平成２１年３月期第２次更

正処分の内容どおりに自らの有利に是正するためには、原告が自ら更正の請求の手続をすべ

きであったのであり、原告が当該手続を履践することなく、本件訴訟において、第４次更正

処分のうち申告した所得金額を超えない部分及び申告した翌期へ繰り越す欠損金の額を超

える部分の金額の取消しを求めることは許されず、本件訴えのうち上記各部分の取消しを求

める部分は不適法というべきである。 

【原告の主張】 

ア 被告が援用する昭和３９年最判は、確定申告につき錯誤があった場合に、納税者が更正の
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請求の手続をとることなく確定申告の無効を主張することができるかどうかが問題となっ

た事案についてのものであり、課税庁が増額更正処分の中で所得金額について減算をするよ

うな場合に、当該更正処分について申告所得金額を超えない部分についても取消しを求める

ことができるかどうかについての判断を示すものではない。 

 課税庁が減額更正の処分をする場合には、増額更正とは別の手続で行うか１個の更正処分

の中で行うかを問わず、課税庁として当該減額が正当であると判断して当該処分を行ってい

るはずである。増額更正処分について、同処分の中で課税庁が行った減額更正部分に相当す

る内容で申告所得金額を超えない部分を含めて取消しを求めたとしても、当該処分時点にお

ける正当な租税債務が確定するにすぎないのであって、昭和３９年最判が判示するような、

租税債務の可及的速やかな確定という国家財政上の要請に反することにはならないはずで

ある。逆に、このような場合に、申告額を超えない部分の取消しを認めないとすると、課税

庁による積極的な是正の結果、むしろ過誤の一部が残ったまま租税債務が確定されることに

なり、法が想定する以上の不利益を納税者に被らせることとなる。 

 また、更正の請求は、納税者が課税標準等又は税額等の申告内容を自己の利益に変更する

ための手段として法が特に認めた制度であって、法は、納税者に実質的に不利益となるよう

な場合にまで、更正の請求を行うことを事実上強制することを想定しているわけではない。

更正の請求が形式的には可能であったとしても、これをすることが結果として納税者にとっ

て不利益に働くものである場合には、納税者に更正の請求の手続に従うことを要求する前提

を欠くことになり、法定申告期限から１年以内に更正の請求をすることを期待することが困

難な状況にあるというべきである。したがって、このような更正の請求をしなかったことを

理由に申告額を超えない部分の取消しを認めないとすることは、昭和３９年最判のいう「納

税義務者の利益を著しく害する」場合に該当するのであり、更正の請求によらずして上記部

分の取消しを求める訴えを認めるべき「特段の事情」があるというべきである。 

イ 平成２１年３月期第２次更正処分においては、増額更正をするために所得金額を減算して

いるのであり、納税者が、増額更正を契機として増額更正と全く関係のない部分の取消しを

求めるような場合とは状況が異なる。その上、第２次更正処分における所得金額の減算は、

いずれも外国税額の控除の減算や所得金額の加算項目と一体不可分の関係にあり、増額更正

のための計算過程で所得金額が減算されているにすぎないから、本件においては、所得金額

の減算項目のみを取り出して更正の請求をすることができないのであり、更正の請求の原則

的排他性が問題となる状況ではない。 

 また、本件訴訟において、処分行政庁が措置法６６条の６第１項を適用したことが違法と

され、これに係る部分が取り消される場合であっても、第２次更正処分の内容はそのままの

形で残ることになるはずであるから、同処分の一部として行われた所得金額の減算もそのま

まの形で残ることになる。 

ウ 平成２１年３月期第２次更正処分の減算項目②（前記３(3)イ）は、控除されるべき税額

を減額することの論理的帰結として所得金額を減算するものであり、原告がこれと同様の所

得金額の減算を求めるとすると、外国税額控除額の一部を自ら否認することを要求されるこ

とになるから、更正の請求をすることは、原告にとって実質的に不利益となる。 

 また、平成２０年３月期更正処分及び平成２１年３月第１次更正処分がされていない時点

で第２次更正処分に相当する内容の更正をする場合には、平成２０年３月期発生の控除限度
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額が増えない結果、当該更正により当期の控除対象外国法人税額の合計額が減少するものの、

国税との関係では、税額の加算又は還付金額の減算は生じず、所得金額のみが減算されるこ

とになるけれども、地方税に関しては、当期の控除対象外国法人税額が当期までに発生する

ことになる控除限度額（前期繰越及び当期発生分を合わせた限度額）に至らないため、控除

対象外国法人税額の減少が実際に控除される税額の減少につながり、税額の加算を招来する

ことになる。すなわち、地方税も併せて考えると、原告にとって不利益となるのである。 

 したがって、このような場合に、更正の請求によらなければ第２次更正処分に相当する内

容の是正をすることができないとすることは、納税者に不利益となるような方法での権利行

使を事実上強制するものであり、法が予定する以上の過度な負担を強いるものであって、許

されないというべきである。このような場合には、更正の請求の原則的排他性が及ばないと

いうことができるし、仮にそうでないとしても、法定申告期限から１年以内に更正の請求を

することを期待することが困難な事情があり、それにもかかわらず更正の請求をしなかった

ことを理由に申告額を超えない部分の取消しを認めないとすることは納税義務者の利益を

著しく害するものであるから、更正の請求によらずして本件訴訟の中で上記部分の取消しを

求めるべき「特段の事情」があるというべきである。 

エ 以上によると、平成２１年３月期第４次更正処分のうち確定申告書に記載した所得金額を

超えない部分及び確定申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分の取消し

を求める本件訴えは、適法である。 

(2) 措置法６６条の６第１項の適用の有無（本案の争点） 

【被告の主張】 

ア Ｂの主たる事業が株式の保有であるか（本案の争点①）について 

(ア) 特定外国子会社等に係る主たる事業の判定については、特定外国子会社等の事業活動

の客観的結果として得られる収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況

等を総合的に勘案して判定するべきである。 

 もっとも、事業基準の趣旨等を踏まえると、事業基準において、特定外国子会社等の主

たる事業が株式の保有であるか否かを判断する場合には、その所在地国における株式保有

に係る事業活動に要する使用人の数や固定施設等の状況という事業実体に係る人的・物的

な規模を示す判断要素よりも、株式保有に係る事業活動の結果得られた収入金額や所得金

額という金額的な規模を示す判断要素を重視して、総合的に勘案すべきである。仮に、常

に事業実体に係る人的・物的な規模を示す判断要素を重視するということになれば、さし

たる生産要素を要しない株式保有業と、相当規模の生産要素が投入された他の事業とを営

む特定外国子会社等の場合には、当該株式の保有を通じていかに多額の所得を得ていたと

しても、およそ株式の保有は主たる事業となり得ないという帰結を導くことになり、不合

理であることは明らかである。 

 なお、株式の保有は、当該株式の売買等によって利益を得ようとしているわけではなく

ても、措置法６６条の６第３項括弧書きの「事業」となり得ることはいうまでもない。 

(イ) 本件についてみると、Ｂ各事業年度におけるＢの損益計算は、別表７「Ｂの損益計算

書」のとおりであり、Ｂの所得（税引前当期利益）のうち株式の保有に係る利益（所得金

額）の割合は、２００７事業年度においては９２．３２％、２００８事業年度においては

８６．５０％であって、Ｂが子会社の株式を保有することに起因する同子会社からの配当
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がＢの所得金額の大部分を占めている。また、Ｂの資産総額に占める保有株式の額の割合

も、過半を占めている。 

 他方、Ｂの地域統括に係る業務（地域企画、調達、材料評価、人事、情報システム及び

経理の各機能に係る業務）の利益金額がＢの利益金額全体に占める割合は、ごく僅かにす

ぎない。 

(ウ) また、①Ｂの法人登録（Business Profile）において「Principal Activities」（主

たる活動）の欄の第１に「OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES」（その他投資持株会社）

と記載されていること、②Ｂの監査報告書において「principal activities」として「an

 investment holding company」（投資持株会社）と記載されていること、③原告グループ

のホームページにおいて、Ｂの「Major Functions」（主たる機能）として「１．Holding 

Company」（持株会社）と記載されていること、④原告の会社案内及び有価証券報告書にお

いて、Ｂの業務内容として「持株会社」との記載がされていることなどからすれば、Ｂ及

び原告は、Ｂの主たる事業が株式保有業であることを自認しているというべきである。 

(エ) ところで、Ｂにおける地域統括に係る業務（原告のいう「地域統括事業」）は、Ｂが

子会社等から受け取る配当収入を増加させるためのものであって、株式の保有によって多

大な利益を生じさせるべく行われているものであるから、株式保有業の一環として行われ

ているものということができる。 

 Ｂの子会社等への支援業務の手数料の額は、各業務の機能やリスク負担に応じて設定さ

れたものではなく、各子会社等にとって負担にならずＢにとって大きな損益が発生しない

範囲に収まるように、Ｂと各子会社等との間で調整して決定されたものである。したがっ

て、Ｂは、地域統括業務自体からの利益を追求していないということができる。 

 また、Ｂが受領する配当は、形式的にも実質的にも配当そのものであって、子会社等へ

の支援活動の対価とは認められない。 

 そして、原告がＢにおける地域統括に係る機能であると主張する機能（地域企画機能、

調達機能、材料評価機能、人事機能、情報システム機能、経理機能等）は、持株会社が本

来的に有する機能（グループ全体の将来像を描く機能、モニタリング機能、人事機能、リ

スク管理機能等）に含まれるものであって、株式保有業における業務の１つにすぎない。

したがって、本件における使用人の従事状況及び固定施設の状況を踏まえても、なお持株

会社（株式保有業）としての要素が大半を占めるというべきである。 

 また、仮に、地域統括業務をサービス業務であるとみたとしても、Ｂの主たる事業が株

式の保有であることに変わりはない。すなわち、Ｂが行う各機能に係る業務は、株式保有

業務（持株機能に係る業務）、卸売業務（物流改善機能に係る業務）及び役務提供（サー

ビス）業務（地域企画、調達、材料評価、人事、情報システム、経理及びその他の各機能

に係る業務）の３つに分類できるところ、各業務について、収入金額、所得金額、使用人

の従事状況、固定施設の状況、株式保有の状況等を総合勘案すると、株式保有業務がＢの

主たる事業であると認められる。 

(オ) 平成２２年改正措置法６６条の６第３項は、主たる事業が「株式等の保有」である統

括会社で、被統括会社に対する統括業務を行うものについては、事業基準により適用除外

規定の適用対象とならない特定外国子会社等から除く旨規定しているところ、これは、当

該統括会社の主たる事業が「株式等の保有」であることを念頭に規定されたものである。
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したがって、統括業務を行っていることをもって、主たる事業が株式保有業でないと判断

することはできない。 

(カ) 原告は、Ｂをシンガポールに所在させ、自己が保有していたＡＳＥＡＮ域内の原告グ

ループ会社の株式をＢに移転し保有させることにより、我が国において原告の受取配当及

びこれに対する預金利息に係る所得に課されるべき租税を免れ、さらにシンガポールの優

遇税制によって、Ｂ自体の受取配当や預金利息に対する租税をも免れることが可能となっ

ている。 

 そして、Ｂの子会社等の配当金額は、原告が設定したＡグループ全体の配当政策に基づ

いて決定され、Ｂが介入する余地がないことからすれば、我が国において原告に課される

ことを回避した租税相当額、すなわちＢにおける留保資金の運用及び回収を原告が主体的

に行っていることは明らかである。 

 このような税負担の軽減を図るような行為が行われていることからも、Ｂが配当収入の

獲得を主たる目的としていることが裏付けられる。 

(キ) 以上の諸事情を総合的に勘案すると、Ｂ各事業年度において、Ｂは、株式の保有を主

たる事業（措置法６６条の６第３項括弧書き）とするものであり、事業基準を満たさない。 

イ Ｂの主たる事業が卸売業に該当するか（本案の争点②）について 

(ア) 仮に、Ｂの主たる事業が「株式の保有」には該当せず、事業基準を満たすとしても、

Ｂ各事業年度において、Ｂの主たる事業は、少なくとも、措置法６６条の６第４項１号所

定の「卸売業」に該当する。なぜなら、Ｂの物流改善機能に係る業務は、所得金額が株式

保有に係る業務に次ぐ金額であり、かつ収入金額という点においてもその大半を占め、使

用人や固定施設も必要としているからである。また、Ｂの上記業務は、Ｂから製造業者等

である原告のアジア・オセアニア地域の生産拠点である各事業所に対し、商品又は製品を

大量・多額に販売するものないしは同事業所のために商品又は製品の売買の代理行為を行

うものであり、商社が一般的に行う取引と変わらず、主として手数料を得て他の事業所の

ために商品の売買の代理又は仲立を行う代理商ないし仲立業として、「卸売業」に分類さ

れるからである。このような業務は、日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）上も、

「大分類Ⅰ－卸売業、小売業」の「中分類５５－その他の卸売業」の「小分類５５９－他

に分類されない卸売業」の「細分類５５９８－代理商、仲立業」に該当する。 

(イ) そして、主たる事業が卸売業であるとすると、その場合の適用除外基準は非関連者基

準となるところ、Ｂ各事業年度において、Ｂが行った物流改善機能に係る業務の売上金額

（販売取扱金額）の合計額及び売上原価（仕入取扱金額）の合計額のうちに占める関連者

との取引に係る割合は、別表８「Ｂ売上及び売上原価明細」のとおり、全て９５％以上と

なっており、非関連者基準を満たさない。 

ウ 小括 

 Ｂは、原告に係る特定外国子会社等（措置法６６条の６第１項）に該当し、課税対象留保

金額（同項）を有するところ、前記ア及びイのいずれの点からしても、措置法６６条の６第

１項の適用除外要件を満たさないから、原告には本件各事業年度において同項の適用がある。 

【原告の主張】 

ア Ｂの主たる事業が株式の保有であるか（本案の争点①）について 

(ア) 措置法６６条の６第３項括弧書きの「株式《中略》の保有《中略》を主たる事業とす



14 

るもの」に該当するためには、単に株式を保有しているだけでは足りず、何らかの事業と

して株式を保有していることが必要であり、株式の売買収入により収益を上げているとい

うような資産運用的な所得の獲得を目的としていること等を要するというべきである。 

 また、上記「主たる事業」の判定については、種々の要素を総合的に勘案して判定しな

ければならず、全所得に占める配当所得の割合など特定の事項のみを重視して判定すべき

ものではない。さらに、「主たる事業」の判定は、当該特定外国子会社等の事業活動の実

態に即して行うべきであって、「配当所得」という名目・形式のみに着目し、これを一律

に評価することによって行うようなことは妥当でない。 

 そして、タックスヘイブン対策税制の適用除外の趣旨は、民間企業の正常な海外投資活

動を阻害しないため、所在地国において独立企業としての実体を備え、かつ、それぞれの

業態に応じ、その地において事業活動を行うことについて経済的合理性がある場合には、

租税回避行為（異常又は不自然な行為形式をとり、税負担を不当に軽減させる行為）とは

いえないことから、法人税法の内国法人課税の原則（外国法人については日本国内源泉所

得のみに課税するという原則）に立ち返り、外国子会社の留保所得（課税対象金額相当額）

を内国法人の収益とみなすような例外的課税である上記税制を適用しないという点にあ

る。したがって、上記「主たる事業」の判定に当たっても、特定外国子会社等がタックス

ヘイブン地域に所在することに経済的合理性があるか否かという観点を考慮すべきであ

る。 

(イ) Ｂは、子会社の株式を単に保有していただけであり、当該株式を売買等していないし、

その売買等により資産運用的な利益を得ることも企図しておらず、このような株式の保有

そのものは、「事業」には該当しない。 

(ウ) Ｂの主たる事業は、ＡＳＥＡＮにおけるＡグループ全体の集中生産・相互補完体制の

確立や決済システム等の構築・維持を内容とする「地域統括事業」（ＡＳＥＡＮにおける

原告グループ会社の統括事業）である。すなわち、Ｂは、集中生産・有機的な相互補完体

制を円滑に運用するために、①生産・輸送等に関するルール設定やシステム管理をし、②

各生産拠点の価格設定の確認や価格変更の指示を行い、③発注書等の各種書類の統一的な

雛形を作成したりシステムを構築するなどして、各子会社間の連絡・調整を行い、④拠点

間取引を一元的に管理する情報管理システム・決済システムを構築し、⑤決済をＢを介し

て行うことで為替リスクをＢのみが負うものとし、⑥現地のパートナー（共同出資者）と

の協議をしたり、顧客や政府との折衝を行うなどしてきた。 

 そして、Ｂは、株式保有業として典型的に想定されている株式の売買等に係る活動は行

っておらず、Ｂによる株式の保有は、上記地域統括事業の手段ないし機能の一つにすぎず、

「主たる事業」には当たらない。すなわち、Ｂは、株式を保有することによって、ＡＳＥ

ＡＮ域内の各製造会社（原告グループ会社）の親会社ないし主要株主として、地域会議を

主催したり、株主総会への出席や現地パートナーとの折衝を行ってきたところ、これらも、

集中生産・相互補完体制の構築・維持・発展に向けたものなのである。ＡＳＥＡＮにおけ

る原告グループ会社は他にもあるが、Ｂは、同社によるパートナー対応が必要ないなどの

事情から、これらの会社の株式を保有しておらず、Ｂが株式を保有しているのは、基本的

には同社を中心とした集中生産・相互補完体制に深く関わっている子会社のみである。こ

のことからも、Ｂの株式保有の目的があくまでも地域統括事業を円滑かつ効率的に推進す
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ることにあることは明らかである。 

 Ｂの何十人もの従業員が、ＡＳＥＡＮにおける事業拡大のためにいかにして生産体制を

運営していくかに頭を悩ませ、パートナーや子会社、顧客その他の取引先等と連絡を取り、

また、実際に現地に赴いて直接協議や交渉等を行っているのであって、そうした事業活動

の実態に即して「主たる事業」が判断されなければならない。 

(エ) Ｂの本店がシンガポールに所在する（シンガポールに地域統括会社が置かれた）のは、

シンガポールの地理的な利便性（ＡＳＥＡＮ、オーストラリア、台湾、インドなど豪亜地

域へのアクセスの容易さ）、産業インフラ（金融、物流、通信、情報等）の整備、政治の

安定性、各種規制緩和、教育水準の高さ、法制度の整備、行政手続の容易・迅速性、為替

の安定等の点で、経済的合理性があるからにほかならず、Ｂの設立は租税回避目的でされ

たものではない。 

(オ) Ｂの地域統括事業によって、原告グループ会社は、ＡＳＥＡＮ域内で業績が向上し、

成功を収めた。Ｂの配当所得の大部分は、地域統括事業の成功の反射的効果であり、実質

的にはその対価であるということができる。 

 なお、Ｂの子会社等への支援活動により生じた効果の対価は、サービス・フィーとして

あらかじめ評価し切ることが事実上不可能であるため、事後的に配当金として受領するの

が合理的である（実際、Ｂの地域統括活動が開始された平成１０年から直ちにその効果が

現れたわけではなく、集中生産・相互補完体制が確立し発展していく中で徐々にその効果

が現れたものであって、Ｂが行った上記活動については、直ちに効果が実現しないもので

あるから、サービス・フィーとして随時対価を徴収することが難しいものというほかはな

い。）。他方、ＡＳＥＡＮの自動車部品産業のように、特定外国子会社等が子会社の全株式

を保有することが歴史的に見て必ずしも容易でなく、かつ、パートナーからの配当の要求

も厳しいようなケースでは、配当を行わない（Ｂが配当金を受け取らない）という方針も

採り得ない。 

 被告が主張するように、「主たる事業」が「株式の保有」か否かの判断に当たり収入金

額又は所得金額を重視するとなると、支援活動が失敗したときには「主たる事業」が「地

域統括事業」と判定され、支援活動が効を奏したときには「主たる事業」が「株式の保有」

と判定されてしまうという不合理な事態が生じかねない。 

 また、仮に、被告が主張するように「配当金」という対価の形式のみに着目して「主た

る事業」を判断することになると、例えば、ある原材料メーカーである親会社が、当該原

材料を元に製品を製造する子会社に対して、原材料を供給するに際し、コストベースの対

価を設定し、子会社の利益獲得を支援し、子会社から配当を得るような場合にも、子会社

に提供するための原材料の製造業務は、「配当金」を獲得するための業務であり、株式保

有業の一機能と評価されることになってしまう。 

 Ｂが受領した配当は、各生産子会社が実現した利益を原資とするものであるところ、こ

の利益は、子会社がその固有の活動によって獲得した利益と、Ｂが提供した役務・便益を

利用して獲得した利益により構成されると考えるのが合理的である。これについて定量的

に分析し、Ｂの収入・所得額を実質的に考慮すると、地域統括事業の対価は、Ｂの収入合

計の７１％（２００７事業年度）ないし６６％（２００８事業年度）を占め、地域統括事

業の収入・所得の方が株式保有業の収入・所得を上回る。 
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(カ) Ｂの従業員（使用人）は、全員が株式保有以外の事業に従事しており、その大半が地

域統括事業に従事している。 

 また、Ｂの固定施設は、全てが株式保有以外の事業に使用されており、その大半が地域

統括事業に使用されている。 

(キ) シンガポールの法人登録制度上、「Principal Activities」についての記載は、専ら

行政監督上の必要性に基づくものであって、設立後の会社の事業実態を具体的・客観的に

反映するような実質的な意味を有するものではなく、複数の活動間の主従・記載順序につ

いても、格別意識することなく入力されるのが通常であるし、Ｂの「Principal Activiti

es」について「OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES」及び「MFG OF PARTS & ACCESSORI

ES FOR MOTOR VEHS」（自動車部品及び付属品製造）と記載されたのは、子会社株式の保有

を手段として各生産拠点の自動車部品製造を地域内で統括していくことを表すものと理

解することができる。 

 また、Ｂは、株式を保有しているという意味においては、「持株会社」なのであるから、

ＢがＡＳＥＡＮ地域における生産子会社の株式を保有して地域統括を行っている事実を

分かりやすく伝えるために、ホームページ等にＢの主たる機能を「持株会社」と記載した

からといって、何ら不自然なことではない。 

 上記諸点を考慮すると、前記被告の主張ア(ウ)で指摘されている事項は、Ｂ及び原告が、

Ｂの主たる事業が株式保有業であることを自認していることを推認させるものではない。 

(ク) 以上によると、Ｂ各事業年度において、Ｂは、株式の保有を主たる事業（措置法６６

条の６第３項括弧書き）とするものではなく、事業基準を満たすというべきである。 

イ Ｂの主たる事業が卸売業に該当するか（本案の争点②）について 

(ア) Ｂ各事業年度において、Ｂの主たる事業は、次のとおり、措置法６６条の６第４項１

号所定の「卸売業」には該当しない。 

ａ Ｂの事業内容は、集中生産・相互補完体制に関する戦略の検討に始まり、これを実行

するための材料メーカーとの折衝、各製造拠点及びそのパートナーとの製造方針につい

ての協議・戦略策定、当該戦略をより効果的に進めるための各種管理システムの構築、

各製造拠点で製造された製品の流通に関する支援、各製造拠点間での決済の円滑化・効

率化に向けた支援、集中生産・相互補完体制の拡大（主には製造拠点の増築）のための

情報収集・戦略の策定、パートナーとの協議等を含んでおり、こうした業務が一体とな

って集中生産・相互補完体制による製造販売を実現させている。したがって、これらの

事業から「物流改善機能」のみを取り出して「卸売業」に当たるとすることはできない。 

ｂ また、Ｂと各生産子会社との間の売買は、グループ内部の事務的な流れの一つにすぎ

ず、集中生産・相互補完体制の一体的な運営の中で売買のみを取り出したり、これを中

核部分として評価することは誤りである。 

 売買に係る部分を除く地域統括事業（各種システムの構築等）こそが、収入に貢献し

ている中核的な要因であり、決して売買が「主」なのではない。 

ｃ そもそも、Ｂは、決済の一元化のために生産拠点間の商流に入るものの、生産拠点間

の売買を代理する関係にはなく、また、受発注に関するシステムを提供するものの、実

際の受発注（売買の成立）に関与するものではないから、物品の販売や売買の代理・あ

っせんを行うものとはいえないのであって、日本標準産業分類上も、「卸売業」には当
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たらない。 

(イ) Ｂの主たる事業は、措置法６６条の６第４項１号に掲げられた卸売業等の事業のいず

れにも該当しないから、Ｂについては、非関連者基準ではなく所在地国基準によって適用

除外の有無を判定すべきである。Ｂは、シンガポールにおいて、地域統括事業を行うため

に必要な事務所を賃借するとともに、事務用什器備品・車両・コンピュータなどの固定資

産を保有しており、地域統括事業に従事する従業員が上記事務所で就労しているのである

から、Ｂが主としてその本店所在地国であるシンガポールで地域統括事業を行っているこ

とは明らかである。したがって、本件では所在地国基準を満たすというべきである。 

ウ 小括 

 Ｂは、前記ア及びイのとおり事業基準及び所在地国基準を満たし、実体基準及び管理支配

基準も満たすから、原告には本件各事業年度において措置法６６条の６第１項の適用が除外

される。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 平成２１年３月期の更正処分に係る取消しの訴えの適法性について 

(1) 第１次更正処分及び第２次更正処分についての取消しの訴えの適法性について 

ア 更正処分がされた後にいわゆる増額再更正処分がされた場合、当初の更正処分は増額再更

正処分に吸収され、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われると解される（最

高裁昭和● ●年(○○)第● ●号同３２年９月１９日第一小法廷判決・民集１１巻９号１６

０８頁、最高裁昭和●●年（○○）第●●号同５５年１１月２０日第一小法廷判決・裁判集

民事１３１号１３５頁等参照）。 

 他方、更正処分がされた後にいわゆる減額再更正処分がされた場合、当該減額再更正処分

は、当初の更正処分とは別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初の更正処分の一部

取消しであると解される（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同５６年４月２４日第二小法

廷判決・民集３５巻３号６７２頁参照）。 

イ 前記前提事実によると、①原告の平成２１年３月期の法人税については、第１次更正処分

がされた後、順次、第２次更正処分、第３次更正処分、第４次更正処分がされたところ、②

第２次更正処分は、(a)欠損金額を増加させる（この点では原告に有利な処分である。）一方

で、(b)外国税額の控除額及び還付所得税額等を減少させる処分であり（この点では原告に

不利な処分である。）、③第３次更正処分は、外国税額の控除額及び還付所得税額等を増加さ

せる処分であり（この点で原告に有利な処分である。）、④第４次更正処分は、外国税額の控

除額及び還付所得税額等を減少させる処分である（この点で原告に不利な処分である。）。 

 前記アで説示したところを前提に上記各更正処分についてみると、第２次更正処分の上記

(a)の部分（減額再更正に相当する部分）により、第１次更正処分は、その欠損金額に係る

部分が一部取り消され、その上で、第２次更正処分の上記(b)の部分（増額再更正に相当す

る部分）により、上記一部取消しされたところの第１次更正処分が第２次更正処分に吸収さ

れたと解するのが相当である。 

 そして、第３次更正処分（減額再々更正に相当する。）により、第２次更正処分は、その

外国税額の控除額及び還付所得税額等に係る部分が一部取り消され、その上で、第４次更正

処分（増額再々々更正に相当する。）により、その一部取消しされたところの第２次更正処

分が第４次更正処分に吸収されたと解するのが相当である。 
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 そうすると、本件では、平成２１年３月期の法人税について取消訴訟の対象とすべきは第

４次更正処分に限られ、もはや第１次更正処分及び第２次更正処分の取消しを求める訴えの

利益はないというべきである。 

ウ したがって、本件訴えのうち、第１次更正処分及び第２次更正処分（ただし第３次更正処

分により一部取り消された後のもの）について取消しを求める訴えは、不適法というほかは

ない。 

(2) 第４次更正処分のうち申告所得金額を超えない部分等の取消しを求める訴えの適法性（本

案前の争点）について 

ア 法人税については、申告納税制度が採用されているところ（法人税法７４条１項、通則法

１６条２項１号）、通則法は、申告納税制度の下においては、納付すべき税額は、納税者の

する申告により確定することを原則とし（１６条１項１号）、同法２４条又は２６条の規定

による更正で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税

額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさないと規定する一方（２９条１項）、

納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税

に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該

申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき等、一定の場合には、当該申告書に係

る国税の法定申告期限から１年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又

は税額等（これらにつき更正があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等）につ

き更正をすべき旨の請求をすることができる旨規定している（２３条１項）。 

 このように、法が申告納税制度を採用し、確定申告書記載事項の過誤の是正について特別

の規定を設けたのは、法人税の課税標準等の決定については最もその間の事情に通じている

納税義務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限るも

のとすることが、租税債務を可及的速やかに確定させるべき国家財政上の要請に応ずるもの

であり、納税義務者に対しても過当な不利益を強いるおそれがないと認めたからにほかなら

ない。したがって、確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明

白かつ重大であって、上記法の定めた方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利

益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで

確定申告書の記載内容の錯誤を主張することは許されないものといわなければならない（昭

和３９年最判参照）。 

 そして、上記のとおり通則法２３条が、更正の請求の制度を設け、その請求期間を制限し

て、租税法律関係の早期確定を図った趣旨等に照らすと、課税標準等について申告書の内容

に過誤があったとしても、納税者がその是正を図るには、原則として法定の方法である更正

の請求によるべきであって、納税者が申告後に更正の請求をすることなく、更正処分の取消

訴訟において申告に係る課税標準等又は税額等を超えない部分の取消しを求めることは、申

告の錯誤による無効を主張し得る上記特段の事情がある場合でない限り、許されないという

べきである（更正の請求の原則的排他性）。 

 これに対し、原告は、課税庁が増額更正処分の中で所得金額を減額したような場合には、

課税庁自身も当該減額が正当であると判断しているのであり、増額更正処分の取消訴訟にお

いて申告額を超えない部分を含めて取消しを求めたとしても、正当な租税債務を確定させる

ことを求めるものにすぎないから、租税債務を可及的速やかに確定させるべき国家財政上の
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要請に反することにはならず、逆に、このような場合に、申告額を超えない部分の取消しを

認めないとすると、むしろ法が想定する以上の不利益を納税者に被らせることとなる旨主張

するけれども、通則法が、過大な申告額を実体的に正当な額に是正する納税者の手段を更正

の請求に限定していることは、前述のとおりであるし、上記のような場合に、納税者が申告

に係る課税標準等の一部取消しによる利益を享受することができないとしても、それは、当

該納税者が更正の請求をしなかったことによる結果にほかならない。そして、このような結

果は、課税標準等の一部取消しと加算から成る増額更正がされた場合のみに限られるもので

はなく、およそ過大な申告の後に更正の請求がその期間内にされなかった場合一般に生じ得

るものであり、前示のとおり、このような結果も納税者にとって過当に不利益であるとまで

はいえないことからすると、通則法は、そのような結果が生じることも当然に予定している

ものというべきであるから、原告の上記主張は、採用することができない。 

イ これを本件についてみると、原告は、平成２１年３月期第４次更正処分に係る取消しの訴

えにおいて、申告した所得金額を超えない部分及び申告した翌期へ繰り越す欠損金の額を超

える部分についてまで取消しを求めている。これは、確定申告書に記載された課税標準等若

しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤

りがあったことにより、当該申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金の金額が過少であるこ

とを内容とするものであり、通則法２３条１項２号に該当する場合であるから、原告は、法

定申告期限から１年以内である平成２２年５月３１日までの期間において、自ら別表６のと

おり計算し直して、更正の請求をすることができたというべきである。 

 そうすると、前記特段の事情がある場合でない限り、更正の請求を履践することなく、本

件訴訟において上記部分の取消しを求めることは許されないから、平成２１年３月期第４次

更正処分に係る取消しの訴え中、上記部分の取消しを求める部分は不適法であるといわざる

を得ない。 

ウ この点について、原告は、①第２次更正処分における所得金額の減算は、外国税額の控除

の減算や所得金額の加算項目と一体不可分の関係にあり、増額更正のための計算過程で所得

金額が減算されているにすぎないから、本件においては、同処分と同様の内容の更正の請求

をするにも、所得金額の減算項目のみを取り出して更正の請求をすることができないのであ

り、更正の請求の原則的排他性が問題となる状況ではない、②とりわけ第２次更正処分の減

算項目②（前記第２の３(3)イ）と同様の所得金額の減額更正を請求することは、外国税額

控除額の一部を自ら否認することに直結し、地方税の関係では税額の加算を招来して原告に

とって現実に不利益となるから、更正の請求によらなければ第２次更正処分に相当する内容

の是正を行うことができないとすることは、納税者に不利益となるような方法での権利行使

を事実上強制するものであり、法が予定する以上の過度な負担を強いるものであって、更正

の請求によらずして本件訴訟の中で取消しを求めることを認めるべき「特段の事情」がある

旨主張する。 

 確かに、前記前提事実によると、原告の平成２１年３月期の法人税について第２次更正処

分においてされた所得金額の減算と同様の内容の更正の請求（欠損金額及び翌期へ繰り越す

欠損金を増額する更正の請求）をすることは、外国税額控除額の減算をすることと不可分の

関係にある。 

 しかしながら、当該更正の請求をすることが、欠損金額及び翌期へ繰り越す欠損金につい
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ては自己に有利になる一方で、地方税については税額の加算を招来するなど自己に不利にな

ることがあるとしても、それは、法令上、通則法２３条１項２号に基づく更正の請求を妨げ

る事情にはならず、あくまでも更正の請求が可能な状況において、原告がこれをするかどう

かを選択する際の考慮事情となるにすぎないから、更正の請求の原則的排他性が働かないと

する理由にはなり得ない。原告としては、上記のような利益状況を踏まえた上で、法定され

た更正の請求期間内に、上記更正の請求をするかしないのかの選択をしなければならないの

であって、そのような選択を要求することが、納税義務者である原告の利益を著しく害する

ということはできない。しかも、弁論の全趣旨に照らすと、本件において、外国税額控除に

関する金額について特段争いがあるものとはうかがわれないところ、それが実体的に正当な

金額であるならば、その点で不利になるからといって上記更正の請求をすることが過度な負

担となるとはいい難い。 

 そうすると、原告が第４次更正処分について取消しを求めている部分のうち、申告した所

得金額を超えない部分及び申告した翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分について、更正

の請求による方法以外に是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認めら

れる特段の事情（前記ア）があるということはできない。 

エ なお、原告は、本件訴訟において、処分行政庁が措置法６６条の６第１項を適用したこと

が違法とされ、これに係る部分が取り消される場合であっても、第２次更正処分の内容はそ

のままの形で残ることになるはずであるから、同処分の一部として行われた所得金額の減額

（欠損金額の増額）もそのままの形で残ることになるとも主張する。 

 原告の上記主張の意味するところは必ずしも詳らかではないけれども、平成２１年３月期

第１次更正処分の後にされた第２次更正処分において、所得金額が申告額よりも減額（欠損

金額が増額）されたからといって、これによって前記アで説示した確定申告の効果が失われ

るものではない。したがって、原告としては、申告した所得金額を超えない部分及び申告し

た翌期へ繰り越す欠損金の額を超える部分について自らその是正を図るには、更正の請求に

よらなければならず、このことは、申告後に上記のような所得金額の減額を含む内容の更正

処分がされた場合であっても変わらないのであって、法定の手続である更正の請求を履践す

ることなく、本件訴訟において上記部分の取消しを求めることは許されないというべきであ

る。 

オ 以上によれば、本件訴えのうち、第４次更正処分のうち申告に係る所得金額マイナス６８

８億６９０３万１６３３円を超えない部分及び申告に係る翌期へ繰り越す欠損金の額６８

８億６９０３万１６３３円を超える部分の金額の取消しを求める部分は、不適法というべき

である。 

２ 措置法６６条の６第１項の適用の有無（本案の争点）について 

(1) Ｂの業務内容等に関する認定事実 

 前記前提事実に掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。 

ア Ｂ設立の経緯等 

(ア) ＡＳＥＡＮ地域においては、１９７０年代から１９８０年代にかけて、自国の自動車

産業を保護する目的で、一定割合の国産部品の使用強制や完成車の輸入禁止といった国産

化規制が設けられていた。こうした国産化規制の下において、原告グループ会社を含む自

動車部品メーカーは、ＡＳＥＡＮ域内の各国ごとに、それぞれ、少量でも全種類（多種類）
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の部品を生産・供給することができるような生産拠点を設置していった。 

 その後、昭和６０年（１９８５年）のプラザ合意による円高の影響で、日本企業は徹底

したコスト削減を余儀なくされるようになり、１９９０年代以降になると、ＡＳＥＡＮ地

域においても、経済発展に伴って自動車の需要が拡大し、自由化が進展した結果、国産化

規制が撤廃されるようになった。平成４年（１９９２年）には、ＡＳＥＡＮ域内の新たな

産業協力体制としてＡＳＥＡＮ自由貿易地域（ＡＦＴＡ）が成立し、平成８年（１９９６

年）には、ＡＳＥＡＮ所在の企業が域内における生産分業を促進できるようにするための

産業協力プログラムとして、ＡＩＣＯスキーム（ＡＳＥＡＮ産業協力体制）が構築され、

ＡＳＥＡＮ域内に立地する現地資本比率３０％以上の企業は、各国政府に申請して認可を

取得することにより、原材料、部品及び完成品を他のＡＳＥＡＮ諸国から輸入する際に、

０％ないし５％の特恵関税率の適用を受けられることとなった。その結果、自動車部品メ

ーカーについても、ＡＳＥＡＮ諸国に点在する拠点ごとに全種類の部品を生産し、自動車

を組み立てる必要がなくなり、各拠点では特定の少品目の自動車部品のみを集中生産し、

これらを拠点間で融通し合う（相互に補完する）ことで、各国に点在する自動車メーカー

に対して多品目の自動車部品を効率的に提供する分業体制（集中生産・相互補完体制）を

組むことが可能となった。（甲２５、２６、２９ないし３１、乙６、弁論の全趣旨） 

(イ) このような状況の変化を受けて、原告は、平成７年（１９９５年）以降、ＡＳＥＡＮ

域内の各拠点が集中生産する品目の検討を進め、これに合わせてＡＳＥＡＮ域内各国にお

ける生産会社の設立や新工場の建設を行って拠点を整備するとともに、域内での集中生

産・相互補完体制の円滑化を図るため、平成７年（１９９５年）５月●日、ＡＳＥＡＮ及

び豪州における各拠点間の事業活動を調整・サポートする目的で、シンガポールに地域統

括センターとして、１００％子会社であるＣ（以下「Ｃ」という。）を設立した。（甲２５、

２６、２９、３２、４９、乙６、弁論の全趣旨） 

(ウ) ＡＳＥＡＮ域内における原告グループ会社は、１９７０年代初めから順次設立されて

いったが、当時は各所在地国の外資規制により現地資本の過半による資本参加が義務付け

られており、多くの国において、株式の過半数が現地資本たる合弁パートナー（共同出資

者）によって占められていた。このため、ＣのＡＳＥＡＮ域内の原告グループ会社に対す

る統率力は十分ではなく、各拠点間の調整・統括機能も不完全なものにとどまったことか

ら、原告は、平成１０年（１９９８年）１１月にＡＩＣＯの認可を取得した上、同年１２

月●日、自らが保有していたＣを含むＡＳＥＡＮ・台湾地域のグループ会社７社（シンガ

ポールのＣ、タイのＤ及びＥ、インドネシアのＦ、マレーシアのＧ、フィリピンのＨ並び

に台湾のＩ）の株式を全て現物出資して、Ｂを設立した。（甲２５、２６、３２、４９、

乙６ないし８、弁論の全趣旨） 

(エ) Ｂの設立後、ＡＳＥＡＮ域内の原告グループ会社間では、集中生産・相互補完体制の

構築が進展した。例えば、スタータ（エンジンを始動させる際に用いるスターターモータ

ー）やオルタネータ（交流発電機）は、平成１１年（１９９９年）以前には、タイのＹ工

場、インドネシアのＺ工場及びマレーシアのａ工場で各別に生産されていたが、同年に集

中生産・相互補完体制を構築した後は、専らタイのＹ工場で集中生産されるようになった。

また、ホーン（自動車のクラクション機器）やスパークプラグ（エンジンの点火プラグ）

は、同年以前には、タイのＹ工場及びインドネシアのＺ工場で各別に生産されていたが、
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同年に集中生産・相互補完体制を構築した後は、専らインドネシアのＺ工場で集中生産さ

れるようになった。このような集中生産・相互補完体制の進展の結果、ＡＳＥＡＮ域内の

原告グループ会社では、効率化や規模の経済（スケールメリット）によって、原価率が大

幅に低減し、グループ全体の利益が拡大することになった。（甲２５、２６、２８、３０、

３１、３３ないし３５、乙６、弁論の全趣旨） 

(オ) 近年、複数の国家間にまたがって世界的な規模で企業活動を行っている多国籍企業と

呼ばれるような企業の間では、地域ごとに地域統括本社を置き、地域統括本社が当該地域

内のグループ会社に対して生産、販売、物流、資材調達、研究開発、人事、財務等の各種

業務の統括・支援活動を行う体制を採るのが世界的な潮流となっている。原告も、ＡＳＥ

ＡＮ地域以外の地域においても地域統括会社を設立し、これら地域統括会社が上記のよう

な各種業務を担う体制を採っており、欧州ではＪ（その前身は昭和４８年（１９７３年）

設立のＫ）を、北米ではＬ（その前身は昭和６０年（１９８５年）設立のＭ）を、中国で

はＮ有限公司（平成１５年（２００３年）設立）を、豪亜地域ではＢを、それぞれ地域統

括本社と位置付けている。なお、原告が作成した会社案内では、原告は「Global Headqua

rters」（世界的な本社）と、上記各会社は「Regional Headquarters」（地域本社）と表記

されている。（甲６、１５、１６、１８、２０、２１、２４、２５、４１、乙６、９、弁

論の全趣旨） 

(カ) ＡＳＥＡＮ域内における原告グループ会社は、前記(ウ)のとおり、設立当初は、外資

規制のため、現地資本たる合弁パートナー（共同出資者）によってその株式の過半数が保

有されていたが、その後、外資規制が緩和され、さらに平成９年（１９９７年）に始まる

アジア通貨危機を契機に、現地パートナーからの株式買収等が進んだこともあり、Ｂ各事

業年度（２００７事業年度及び２００８事業年度）には、ＢがＡＳＥＡＮ域内の原告グル

ープ各社の株式の過半数を保有するようになっていた。Ｂは、このような株式保有によっ

て上記グループ各社の最終的な支配権を有することになったことから、後記イの地域統括

に関わる業務を行うに当たり、現地の有力者であり依然ある程度の割合の株式を保有して

いるパートナーと協議・交渉をしたり、取引先や政府との折衝を行う際、対外的な約束を

することができる立場にあるものとして、これら交渉等を円滑に進めることが可能となっ

た。（甲２６、２７、２９、乙６、８、弁論の全趣旨） 

イ Ｂの業務内容等 

(ア) Ｂは、豪亜地域における地域統括会社として、集中生産・相互補完体制を強化し、各

拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図るため、その設立以来、順次業務を拡大してき

たものであり、Ｂ各事業年度には、その業務内容は、①地域企画、②調達、③財務、④材

料技術、⑤人事、⑥情報システム、⑦物流改善、⑧株式保有、⑨その他という多方面にわ

たっていた。これらの具体的な内容は、次のとおりであった。（甲２２、２６、２７、３

２、乙３、６、９、１３、１７、２２、弁論の全趣旨） 

ａ 地域企画 

 Ｂは、原告から示されたグローバルな事業方針を具現化するため、豪亜地域の各国生

産拠点と連携を図って課題の洗い出しや対応の検討等を行い、地域全体として損益目標

に合致した計画を策定し、計画の遂行に必要な業務を行っている。地域企画に関する業

務として、Ｂ各事業年度には、アジア地域社長会や機能別会議を開催・運営したほか、
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新ＡＩＣＯ認可取得のための活動、ＦＴＡ・関税の調査、Ｏの新設やＢとＣとの合併に

伴う対応の検討等を行った。 

 なお、地域企画に関する業務活動については、単独で定量的な効果を計ることが難し

いため、Ｂは、グループ会社から各生産拠点の対国内第三者向け売上高に一定の料率を

乗じた金額を徴収する方法によってその対価を回収していた。 

ｂ 調達 

 Ｂは、コスト低減や供給の安定を図るため、各生産拠点が共通して使用する金属や樹

脂材料等について、グループ会社に代わって仕入れ先の選定や価格交渉を一括して行っ

ているほか、他の地域の地域統括会社とも連携して世界的規模での集中購買を実施して

いる。部品についても、各生産拠点が現地仕入先から購入している部品の価格を調査し、

複数の生産拠点が同様の部品を購入している場合には、より安価な仕入先からの集中購

買を提案したり、各生産拠点の購買担当者を集めてコストダウンやメーカー調査の手法

等に関する実務教育を実施するなどしている。調達機能に関する業務として、Ｂ各事業

年度には、鉄鋼やアルミ板材の現地調達メーカーの発掘、ＰＰ．ＮＹ樹脂やアルミ押出

等の世界的規模での調達交渉、部品調達システムの導入、地域標準購買マニュアルの策

定等を行った。 

 なお、Ｂは、調達に関する業務活動についても、単独で定量的な効果を計ることが難

しいため、グループ会社から各生産拠点の対国内第三者向け売上高に一定の料率を乗じ

た金額を徴収する方法によってその対価を回収していた。 

ｃ 財務 

 Ｂは、豪亜地域内の拠点間取引に伴う為替リスクを回避するため、域内の取引に関し

ては各拠点の現地通貨を取引通貨とし、Ｂにおいて集中的に決済・為替管理を行うとと

もに、域外の原告グループ会社との輸出入取引についても、ネッティングセンター（決

済所）としての役割を果たしている。また、Ｂは、月次・四半期で各生産拠点の資金状

況をモニタリングし、資金不足に陥る可能性がある拠点に対しては警鐘を鳴らして資金

調達手段を助言する一方、資金余剰拠点に対しては運用に関するガイドラインを示して

資金運用の行き過ぎを防止したり、域内各国における移転価格税制の調査検討や税務当

局に対する対応の助言等をしている。財務に関する業務として、Ｂ各事業年度には、グ

ローバルネッティングの対象範囲の拡大、グループローンの推進や財経システムの標準

化等を実施した。 

 なお、Ｂは、財務に関する業務活動についても、単独で定量的な効果を計ることが難

しいため、グループ会社から各生産拠点の対国内第三者向け売上高に一定の料率を乗じ

た金額を徴収する方法によってその対価を回収していた。 

ｄ 材料技術 

 Ｂは、集中購買の対象として選定した材料メーカーの供給する材料が原告の品質基準

を満たすかどうかを調査し、品質基準を満たさない材料メーカーに対する品質改善指導

を行っているほか、平成１５年（２００３年）にＥＵ諸国による環境負荷物質対応（Ｒ

ｏＨＳ規制）が発効したのに伴い、各生産拠点が取り扱う製部品の原材料を詳細に調査

し、ＲｏＨＳ規制の基準に適合するかどうかを確認する作業を実施している。材料技術

に関する業務として、Ｂ各事業年度には、定期的な工程監査、工程能力調査、材料検査
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といった材料品質保証の仕組みを策定したほか、上記の恒常的な原材料の品質調査等を

実施した。 

 なお、Ｂは、材料技術に関する業務活動については、単独で定量的な効果を計ること

が難しいため、グループ会社から、事前に取り決めたレートに所要時間を乗じて算出し

た実費相当額を徴収する方法によってその対価を回収していた。 

ｅ 人事 

 Ｂは、原告グループ会社の幹部候補者となり得る人材を育成するため、域内の各拠点

に代わって人材の統一的な評価・教育基準を策定し、研修の企画立案を行っている。ま

た、Ｂ自身が労務管理のために各拠点の労働者側と面談したり、日本人出向者やローカ

ルスタッフを対象とした異文化理解のためのマネジメント研修を実施したり、各拠点の

求めに応じて人事制度の見直しや人事考課制度の改善策の検討等も行っている。人事に

関する業務として、Ｂ各事業年度には、これら恒常的な研修や人事制度の見直し等を行

った。 

 なお、Ｂは、人事に関する業務活動については、単独で定量的な効果を計ることが難

しいため、グループ会社から、各会社の人員数で人事関係費用を按分した金額を徴収す

る方法によってその対価を回収していた。 

ｆ 情報システム 

 Ｂは、域内で用いる生産管理、受発注、技術開発、債権債務管理、物流管理等の基幹

システムを標準化した上で、Ｂが設置した統合サーバーに各拠点がネットワークを繋ぐ

体制を整え、これら情報の一元管理を行うとともに、そのバックアップやセキュリティ

ー対策も実施している。情報システムに関する業務として、Ｂ各事業年度には、上記統

合サーバーへの集中化や各種ソフトの標準化を進めた。 

 なお、Ｂは、情報システムに関する業務活動については、単独で定量的な効果を計る

ことが難しいため、グループ会社から各生産拠点の対国内第三者向け売上高に一定の料

率を乗じた金額を徴収する方法によってその対価を回収していた。 

ｇ 物流改善 

 Ｂは、域内の部品等の輸出入に係るインボイスの発行・決済を集中的に行っているほ

か、複数の船会社を対象に競争入札を実施するなどして、物流コストの削減を図ってい

る。物流改善に関する業務として、Ｂ各事業年度には、これら恒常的な業務のほか、リ

インボイスの自動化等を行った。 

 なお、Ｂは、物流改善に関する業務活動については、グループ会社から取引高に一定

の料率を乗じた金額を徴収する方法によってその対価を回収していた。 

ｈ 株式保有 

 Ｂは、前記ア(カ)のとおり、ＡＳＥＡＮ域内における原告グループ会社の株式を保有

していたが、原告グループにおいては、新規子会社の設立・増減資や企業買収、吸収・

合併・分社・清算等は、原告の企画の下にその承認を受けて行われることになっており、

配当についても、基本的には、原告が設定した配当性向に従って実施されることになっ

ているため、Ｂ自身がこれらに株式保有に関する業務に直接関与することはほとんどな

かった。このような状況は、Ｂ各事業年度においても変わるところはなく、Ｂが上記各

事業年度にその保有する原告グループ会社その他の株式の売買等を行うことはなかっ
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た。 

ｉ その他 

 Ｂは、上記ａないしｇの地域統括に関わる業務（以下「地域統括業務」という。）に

加え、Ｂ設立後は市販事業の統括業務を行っていたＣのために備品の手配や管理といっ

た総務業務、給与計算等の人事業務、伝票処理や決算等の経理業務、システム管理等の

各種業務を代行したり、産業用ロボットやＱＲコードリーダー等の開発・生産等を行っ

ている原告子会社であるＰから受注してプログラムの設計業務を行うなどしている。こ

れら代行業務やプログラム設計業務に関する活動については、Ｂは、実費相当額を徴収

していた。 

(イ) Ｂが行っていた地域統括業務は、例えば、ＦＴＡ・関税の調査といった地域企画に関

わる業務の進捗状況に応じて材料の調達先等の見直しや交渉等が行われ、これと並行して

行われる品質調査の結果によって調達先の再検討が行われることになったり、あるいは調

達先の変更によって物流が変化するため、それに応じた物流改善や情報システムに関わる

業務が発生するなど、相互に密接に関連し合っており、これらが有機的一体をなして機能

していた。Ｂ各事業年度当時、Ｂは、地域統括業務に係るサービスをＡＳＥＡＮ（タイ、

インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム）、インド及び豪州の原告グループ会

社合計１３社（以下「被統括会社」ということがある。）に提供していた。これらＢの地

域統括業務によって集中生産・相互補完体制の構築・維持・発展が図られた結果、上記グ

ループ会社全体に原価率の大幅な低減による利益がもたらされ、Ｂ各事業年度においても、

それがＢの被統括会社からの配当収入の中に相当程度反映されることとなった。（甲２５、

２６、２８、乙６、弁論の全趣旨） 

ウ Ｂ各事業年度におけるＢの従業員や固定資産、財務等の状況 

(ア) Ｂでは、Ｂ各事業年度当時、シンガポールの現地事務所において、現地に在住する日

本人の代表取締役と現地勤務の従業員が職務に従事していた。Ｂの従業員は、２００７事

業年度が３５人、２００８事業年度が３４人であり、その大半（２８人以上）は、地域統

括業務に従事し、その余（１１人ないし１２人）は、前記イ(ア)ｉの代行業務やプログラ

ム設計業務（以下「プログラム設計業務等」という。）に従事していたものであり、株式

保有業務（持株機能に係る業務）に従事している者は、１人もいなかった。（甲２６、乙

６、弁論の全趣旨） 

(イ) Ｂは、Ｂ各事業年度当時、シンガポールの事務所を賃借し、事務用什器備品、車両、

コンピューター等の有形固定資産を保有してその業務に供していた。Ｂ自身は、製造業務

を行っていないため、これらのほかには有形固定資産はなく、保有している子会社等の株

式の資産計上額が大きい（資産総額に占める保有株式の額の割合は２００７事業年度が約

６０．１％、２００８事業年度が約５３．１％）ことから、これら有形固定資産の額が資

産総額に占める割合は、約０．２％にとどまった。もっとも、これら固定施設は、すべて

株式保有業務（持株機能に係る業務）以外の業務に使用されており、なかでも、地域統括

業務に供されているものが大半を占めていた。（甲２２、乙３ないし６、弁論の全趣旨） 

(ウ) Ｂ各事業年度におけるＢの損益計算書の内容は、別表７「Ｂの損益計算書」のとおり

であり、地域統括業務のうちの物流改善業務に関する売上額は、２００７事業年度では約

４９億星ドル、２００８事業年度では約６１億星ドルに上り、収入金額の約８５％を占め
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ていた。もっとも、物流改善業務については、原価率が高いことから、物流改善業務に係

る売上総利益（売上額から売上原価を控除したもの）がＢの所得金額（税引前当期利益）

の総額に占める割合は、２００７事業年度では約４．２％、２００８事業年度では約５．

９％にとどまり、保有株式の受取配当が占める割合（２００７事業年度は約９２．３％、

２００８事業年度は約８６．５％）を大きく下回っていた。（乙３、弁論の全趣旨） 

(エ) Ｂは、Ｂ各事業年度当時、シンガポールにおいて、株主総会及び取締役会を開催し、

１か月に１回、幹部会を開催していた。また、Ｂの会計帳簿も、シンガポールの事務所に

おいて作成、保管されていた。（甲２２、２６ないし２８、乙３、６、弁論の全趣旨） 

エ Ｂの法人登録の内容等 

(ア) シンガポールにおけるＢの法人登録（Business Profile）では、「Principal Activit

ies」（主たる活動）の欄の第１に「OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES」（その他投資

持株会社）と記載され、第２に「MFG OF PARTS & ACCESSORIES FOR MOTOR VEHS (EG ENGI

NES, BRAKES, CLUTCHES, AXLES)」（自動車部品及び付属品の製造（例：エンジン、ブレー

キ、クラッチ、車軸））と記載されている。 

 もっとも、シンガポールにおいては、会社設立（法人格付与）の際の手続として、シン

ガポール会計企業規制庁に対して、電子届出システムにより申請書類を提出しなければな

らないものとされており、その申請書式には、シンガポール標準産業分類のコードに従っ

て１つ又は２つの活動を入力する欄が設けられているところ、この届出は、監督官庁の許

認可が必要となるような業種について当該監督官庁が入力された上記コードを参照して

早期に許認可の審査を進めることを可能とするために行われるものである。また、シンガ

ポールの会社法においては、会社は法律及び定款の規定に従ってあらゆる事業又は活動を

行う権能を有するものとされており、定款や法人登録に事業の目的等を記載して会社の事

業活動の範囲を制約するという制度は採られていない。（甲４３ないし４８、乙７、弁論

の全趣旨） 

(イ) 監査法人が２００８事業年度のＢについて作成した監査報告書では、財務諸表に関す

る注記において、Ｂの「principal activities」（主たる活動）は、「an investment hold

ing company」（投資持株会社）及び「trading in automotive components」（自動車部品

の取引）であると記載されている。（乙３） 

(ウ) 原告グループのホームページでは、Ｂの「Major Functions」（主たる機能）として、

「１．Holding Company (ASEAN 9, Taiwan 1, Saudi Arabia 1)」（持株会社（ＡＳＥＡＮ

９社、台湾１社、サウジアラビア１社））、「２．RHQ and Support Centre for the Region」

（地域本社及び地域サポートセンター）と記載されている。（乙８） 

(エ) 原告作成に係る会社案内では、世界各国の原告グループ会社を列挙した部分に、Ｂの

「主な事業内容」は「ＡＳＥＡＮ・台湾の持ち株会社」、「豪亜地域の統括運営（物流・財

務・システム開発）」であると記載されている。また、同会社案内の問い合わせ先欄には、

前記ア(オ)のとおり、Ｂは、アジア・オセアニア地域の「Regional Headquarters」（地域

本社）であると表記されている。（乙９） 

(オ) 原告の本件各事業年度の有価証券報告書では、関係会社の状況記載欄に、Ｂの「主要

な事業の内容」は「東南アジア地域関係会社の持株会社・統括運営及び自動車部品販売」

であると記載されている。（乙１０） 
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オ シンガポールにおける地域統括会社の設置状況等 

(ア) シンガポールにおいては、近年、日系企業や欧米企業がアジアにおける地域統括拠点

を開設する動きが広がっており、平成１７年以降、我が国有数の電機機器会社や商社、食

品会社、化学会社等が順次地域統括会社を設立し、平成２０年頃からは、欧米や中国の大

手企業も相次いで地域統括拠点を設置している。このように、シンガポールが世界の大企

業からアジアの地域統括拠点として選択される背景には、シンガポールが豪亜地域全体の

中心部に位置し、利便性の高い空港が整備されていることのほか、英語が公用語とされて

いて、国民の教育水準も高いこと、国内法人からの配当金やキャピタルゲイン（投資有価

証券売却益等）の非課税措置が採られているなど、企業や特定の産業に対して各種の優遇

税制が設けられていること等が影響している。（甲２１、乙６、１２、弁論の全趣旨） 

(イ) ジェトロ・シンガポール、シンガポール日本商工会議所及び在シンガポール日本国大

使館は、平成２３年１２月から平成２４年１月にかけて、同商工会議所会員企業６２７社

を対象にして、シンガポール日系企業の地域統括機能に関するアンケート調査を実施した。

その結果によると、回答した企業２１３社のうち、日系シンガポール法人が豪亜地域のグ

ループ企業に対して何らかの地域統括機能を有しているのは７７社（３６．２％）、地域

統括機能はないが将来設置することを予定しているのは５７社（２６．８％）であった。 

 これら日系シンガポール法人が地域統括機能を有していると回答した企業７７社のう

ち、５５社（７１．４％）が域内グループ企業の株式を全部又は一部保有していた。この

ように域内グループ企業の株式を保有している企業においては、地域統括機能を設置する

目的として、「経営統制を強化し、迅速な意思決定、市場ニーズに即した経営を行うため」

という理由を挙げるものが多く、その割合は７８．２％に達していた。 

 また、地域統括機能をシンガポールに設置する理由を問う質問に対しては、「周辺地域

へのアクセスが容易な立地にあるため」という回答（８１．８％）が圧倒的多数を占めて

おり、次いで、「物流、輸送、通信等のインフラが整備されているため」（５５．８％）、「政

治的に安定しているため」（５４．５％）、「低い法人税率、地域統括会社に対する優遇税

制など税制上の恩典が充実しているため」（４８．１％）、「地域統括業務に必要な優秀な

人材を確保しやすいため」及び「柔軟な金融規制、資金調達市場の整備等金融面での優位

性があるため」（各４２．９％）、「法制度の整備、行政手続の透明性、効率性があるため」

（３９．０％）などの回答が続いた。（甲２１） 

(ウ) 原告がＡＳＥＡＮ地域のグループ会社の本拠としてＣ、Ｂをシンガポールに設置する

に当たっても、同国の地理的な便利性、優れたインフラ、政治的安定性、国際性、労働者

の教育レベルや英語レベルの高さ等が勘案された。（甲２６、３２、乙６、弁論の全趣旨） 

(2) 措置法６６条の６の要件と「主たる事業」の判定方法について 

ア 措置法６６条の６第１項の規定は、内国法人が、法人の所得等に対する租税の負担がない

か又は極端に低い国又は地域（タックスヘイブン）に子会社を設立して経済活動を行い、当

該法人に所得を留保することにより、我が国における租税の負担を回避しようとする事例が

生ずるようになったことから、課税要件を明確化して課税執行面における安定性を確保しつ

つ、このような事例に対処して税負担の実質的な公平を図ることを目的として、一定の要件

を満たす外国会社を特定外国子会社等と規定し、これが適用対象留保金額を有する場合に、

その内国法人の有する株式等に対応するものとして算出された一定の金額（課税対象留保金
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額）を内国法人の所得の計算上益金の額に算入することとしたものであると解される（最高

裁平成●●年（○○）第●●号同１９年９月２８日第二小法廷判決・民集６１巻６号２４８

６頁参照）。 

 しかしながら、特定外国子会社等であっても、独立企業としての実体を備え、その所在す

る国又は地域において事業活動を行うことにつき十分な経済的合理性がある場合にまで上

記の取扱いを及ぼすとすれば、我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動

を阻害するおそれがある。そこで、措置法６６条の６第３項及び４項は、①株式の保有等を

主たる事業とするものでないこと（事業基準）、②本店所在地国においてその主たる事業を

行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有すること（実体基準）、

③本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること（管理支配基

準）、④その主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は

航空運送業に該当する場合においては、その事業を主として関連者以外の者（非関連者）と

の間で行っていること（非関連者基準）、その主たる事業がこれ以外の事業に該当する場合

においては、その事業を主として本店所在地国において行っていること（所在地国基準）と

いう要件を定め、これらの要件が満たされる場合には、同条１項の規定を適用しないことと

したものである。 

イ このようなタックスヘイブン対策税制の適用除外要件のうち事業基準を定めた措置法６

６条の６第３項が、特定外国子会社等が株式の保有を主たる事業とする場合を同条１項の適

用除外の対象としない旨を規定している趣旨は、株式を保有又は運用することにより利益配

当又はキャピタルゲインを得るといった株式の保有に係る事業は、その性質上、我が国にお

いても十分に行うことができるものであって、これを主たる事業とする特定外国子会社等が、

我が国ではなくわざわざタックスヘイブンに所在する積極的な経済的合理性は税負担の軽

減以外には見出し難いため、上記のような場合には、タックスヘイブン対策税制の適用除外

とする必要性をそもそも認めることができないことにあるものと解される。 

 また、措置法６６条の６第４項が、事業基準、実体基準及び管理支配基準のほかに、特定

外国子会社等の行う主たる事業の内容に応じて、非関連者基準又は所在地国基準を満たすこ

とを要するものと規定しているのは、①特定外国子会社等がその地において当該事業活動を

営むことにつき正当かつ十分な経済合理性があるかどうかの判定は、当該事業の本質的な行

為が物理的にその所在地国内で行われているかどうかをみること（所在地国基準）によって

行うのが最も基本的かつ簡明である一方、②同項１号が掲げる事業（卸売業、銀行業、信託

業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業）については、その性質上、場所的な

結び付きが乏しく、どの国で業務を行っているかにさほど意味はないため、所在地国基準を

適用するのは現実的に困難であり、無意味でもあることから、所在地国基準に代えて、親会

社等の関連者の間に介在するだけの取引には経済合理性が乏しいという観点から、当該事業

活動が主として関連者以外の者との取引から成り立っていること（非関連者基準）という要

件が採用されることになったものと解される。 

ウ そして、上記の「主たる事業」については、特定外国子会社等の当該事業年度における事

業活動の具体的かつ客観的な内容から判定するほかないのであって、特定外国子会社等が複

数の事業を営んでいるときは、そのいずれが主たる事業であるかに関しては、当該外国子会

社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、それぞれの事業
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活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等の具体的かつ客観

的な事業活動の内容を総合的に勘案して判定するのが相当である。 

(3) Ｂの主たる事業が株式の保有であるか（本案の争点①）について 

ア 前記(1)で認定したとおり、Ｂ各事業年度当時、Ｂは、地域統括業務（具体的には、地域

企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善に関する業務）、株式保有

業務（持株機能に係る業務）、プログラム設計業務等（具体的には、Ｃのための代行業務と

プログラム設計業務）を行っていたところ、本件においては、Ｂの主たる事業が株式の保有

であるかどうか（事業基準の充足の有無）が問題になっている。そこで、前記(2)の見地か

ら、この点について検討する。 

 前記(1)で認定した事実によると、①Ｂ各事業年度当時、Ｂは、シンガポールに現地事務

所を構え、現地に在住する日本人の代表取締役と現地勤務の従業員三十四、五人の態勢で職

務に当たっていたところ、これら従業員の大半（２８人以上）は、地域統括業務に従事し、

その余（１１人ないし１２人）は、プログラム設計業務等に従事していたものであって、株

式保有業務（持株機能に係る業務）に従事している者は１人もいなかったこと、②Ｂ各事業

年度当時、Ｂは、シンガポールの事務所を賃借し、事務用什器備品、車両、コンピューター

等の有形固定資産を保有してその業務に供していたところ、これら固定施設は、すべて株式

保有業務（持株機能に係る業務）以外の業務に使用されており、なかでも、地域統括に関わ

る業務に供されているものが大半を占めていたこと、③Ｂの地域統括業務の中の物流改善業

務に関する売上額は、２００７事業年度において約４９億星ドル、２００８事業年度におい

て約６１億星ドル（Ｂの収入金額の約８５％）に上っていたこと、④原告は、ＡＳＥＡＮ域

内での集中生産・相互補完体制の円滑化を図り、豪亜地域における各拠点間の事業活動を調

整・サポートする目的で、平成７年、シンガポールに地域統括センターとしてＣを設立し、

その後、被統括会社に対する統率力を高めるために、平成１０年に、Ｃを含むＡＳＥＡＮ地

域の原告グループ会社の保有株式を現物出資してＢを設立したものであり、Ｂの設立目的は、

そもそも地域統括業務を行うことであったこと、⑤Ｂは、その設立以来、豪亜地域における

地域統括会社として、集中生産・相互補完体制を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコス

ト低減を図るために順次業務を拡大してきたものであり、Ｂ各事業年度には、地域統括に係

る業務内容は、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム、物流改善といった

多方面にわたるものとなっていたこと、⑥Ｂ各事業年度当時、Ｂは、現に、アジア地域社長

会や機能別会議の開催、新ＡＩＣＯの認可取得活動、ＦＴＡ・関税の調査、材料・資材の調

達交渉や廉価調達先の発掘、グローバルネッティングの運営とその対象範囲の拡大作業、グ

ループローンの推進、財経システムの標準化、材料品質保証の仕組みの策定、原材料の品質

調査、マネジメント研修の実施、人事制度の見直し検討、統合サーバーへの集中化や各種ソ

フトの標準化の推進、インボイスの集中発行決済、リインボイスの自動化等、多岐にわたる

地域統括業務を行っていたこと、⑦これらＢの地域統括業務によって集中生産・相互補完体

制の構築・維持・発展が図られた結果、上記グループ会社全体に原価率の大幅な低減による

利益がもたらされ、Ｂ各事業年度においても、これがＢの被統括会社からの配当収入の中に

相当程度反映されることとなったこと等を指摘することができる。 

 これら諸点に照らすと、Ｂ各事業年度において、Ｂの主たる事業は、株式保有業ではなく、

地域統括事業（地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム、物流改善等に係る
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地域統括業務を行うこと）であったことは明らかというべきである。 

イ これに対し、被告は、①特定外国子会社等が株式の保有を主たる事業とするか否かの判定

に当たり、事業実体に係る人的・物的な規模を示す判断要素を常に重視するとすれば、さし

たる生産要素を要しない株式保有業と相当規模の生産要素が投入された他の事業とを営む

特定外国子会社等については、いかに当該株式の保有を通じて多額の所得を得ていたとして

も、およそ株式の保有は主たる事業となり得ないという帰結を導くことになり、不合理であ

るから、株式保有に係る事業活動の結果得られた収入金額や所得金額という金額的な規模を

示す判断要素を重視すべきであるところ、本件では、Ｂの所得金額は、Ｂが子会社の株式を

保有することに起因する同子会社からの配当がその大部分を占めている、②Ｂの資産総額に

占める保有株式の額の割合も、過半を占めているとして、Ｂの主たる事業は、株式保有業で

ある旨主張する。 

 しかしながら、前記(2)アで説示したとおり、措置法６６条の６第３項及び４項は、特定

外国子会社等であっても、独立企業としての実体を備え、その所在する国又は地域において

事業活動を行うことにつき十分な経済的合理性がある場合にまでタックスヘイブン対策税

制の対象とすることは、我が国の民間企業の海外における正常かつ合理的な経済活動を阻害

することになって適当ではないことから、正常かつ合理的な経済活動について同税制の適用

を除外する目的で、適用除外要件を定めたものである。特定外国子会社等が株式の保有に係

る事業の他に実体的な事業活動をしており、これを当該国において行うことに十分な経済的

合理性がある場合には、当該事業が主たる事業であるかどうかを検討しなければならないの

は当然のことであり、たとえ株式の配当による所得金額が大きいとしても、株式保有以外の

実体的な事業活動が現実に行われており、当該事業活動に相応の経営資源が投入されている

場合には、事業基準（株式の保有等を主たる事業とするものでないこと）を満たすと解する

ことこそが、タックスヘイブン対策税制の制度趣旨に適うものというべきである（そうでな

ければ、株式保有以外の実体的な事業活動にいかに多大な経営資源が投入されていても、当

該事業活動の収益状況が芳しくない状況の下では、当該特定外国子会社等の主たる事業は株

式保有業と判定されるという不合理な結果になりかねない。）。そうすると、特定外国子会社

等が株式の保有を主たる事業とするものか否かの判定に当たり、収入金額や所得金額という

金額的な規模を示す判断要素のみを重視すべきであるということはできないし、前記(1)ア

(ウ)・(カ)、ウ(イ)、オ(イ)で認定したとおり、地域統括事業においては、被統括会社に対

する統率力や経営統制の強化、意思決定の迅速化を図り、さらには現地パートナー等との交

渉等を円滑に進める上で、被統括会社の株式保有が重要な意味を持つ一方で、さほど多くの

固定資産等を必要とするものでないことは、事業の性質上、当然のことであるから、上記判

定に当たって資産総額に占める保有株式の額の割合を重視するのが相当であるということ

もできない。 

 したがって、被告の上記主張は、採用することができない。 

ウ また、被告は、Ｂの法人登録及び監査報告書、原告グループのホームページ並びに原告の

会社案内及び有価証券報告書の記載内容に照らすと、Ｂ及び原告は、Ｂの主たる事業が株式

保有業であることを自認しているというべきであるとも主張する。 

 しかしながら、Ｂの法人登録及び監査報告書、原告グループのホームページ並びに原告の

会社案内及び有価証券報告書の記載内容は、前記(1)エで認定したとおりであり、Ｂの主た
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る活動や事業内容を「投資持株会社」や「持株会社」のみとしているわけではなく、これと

併せて「自動車部品の製造（取引）」、「地域の統括運営」、「豪亜地域の統括運営（物流・財

務・システム開発）」を行っている旨や「地域本社」である旨も記載されているのであるか

ら、被告が主張するように、Ｂ及び原告自身がＢの主たる事業を株式保有業であると自認し

ているということはできない。法人登録や監査報告書、ホームページ、会社案内等における

記載順序は、必ずしも企業の実際の事業活動の軽重に従っているとは限らないのであって、

これらの形式的な文面やその記載順序のみによって特定外国子会社等の主たる事業が何で

あるかが決せられるとしたのでは、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を定めた措置

法６６条の６第３項及び４項の制度趣旨を没却することにもなりかねない。特定外国子会社

等の「主たる事業」の判定に当たっては、前示のとおり、当該特定外国子会社等の実際の事

業内容の実態を具体的に把握した上で判断すべきであるから、被告の上記主張は、採用する

ことができない。 

エ さらに、被告は、平成２２年改正措置法６６条の６第３項は、主たる事業が「株式等の保

有」である統括会社で、被統括会社に対する統括業務を行うものについては、事業基準によ

り適用除外規定の適用対象とならない特定外国子会社等から除く旨規定しているところ、こ

れは、当該統括会社の主たる事業が「株式等の保有」であることを念頭に規定されたもので

あるから、原告の主たる事業は「株式等の保有」である旨主張する。 

 確かに、平成２２年改正措置法６６条の６第３項は、その柱書き中の括弧書きにおいて、

タックスヘイブン対策税制の適用対象について、「株式等若しくは債券の保有《中略》を主

たる事業とするものを除く」と定めた上、当該括弧書き中に更に括弧書きを設け、上記「株

式等若しくは債券の保有《中略》を主たる事業とするもの」から、「株式等の保有を主たる

事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総

合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務を行う場合における当該他の

外国法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるものを除

く。」と規定しており、一見すると、統括業務を行う特定外国子会社等が「株式等の保有」

を主たる事業とする特定外国子会社等の中に包含されているように見えなくもない。 

 しかしながら、上記改正前の措置法６６条の６第３項には、統括業務についての定めはな

かったのであるから、上記改正後の文言を根拠に、統括業務を行う特定外国子会社等の主た

る業務は当然に「株式等の保有」に該当すると断ずることはできない。課税実務上、特定外

国子会社等の営む事業がいかなる事業に該当するかについては、原則として日本標準産業分

類（総務省）の分類を基準として判定するとされているところ（租税特別措置法通達６６の

６－１４参照）、日本標準産業分類（総務省）の中には、統括事業という業種は見当たらな

いことに照らすと、上記改正に当たっても、日本標準産業分類（総務省）に掲げられていな

い「統括事業」の文言を避け、実際には株式保有会社（持株会社）が統括業務を行っている

ことが多いという現状に即して、上記のような規定になったとも考えられる。上記改正の際

の立法資料では、「最近のわが国企業のグローバル経営の形態をみると、世界における地域

経済圏の形成を背景に、地域ごとの海外拠点を統合する統括会社を活用した経営形態に変化

してきている。そうしたいわば『ミニ本社』としての機能を有する統括会社の活用が、地域

経済圏に展開するグループ企業の商流の一本化や間接部門（経理・人事・システム・事業管

理等）の合理化を通じて、グループ参加の企業収益の向上に著しく寄与している実情にある。
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そうした統括会社は、租税回避目的で設立したものとして捉えるのではなく、その地におい

て事業活動を行うことに十分な経済合理性があるものと評価することが適当であることか

ら、適用除外基準等について見直しが行われた。」旨の説明がされており、また、平成２３

年法律第８２号による改正後の租税特別措置法においては、６６条の６第３項の文言が整備

され、事業持株会社については、「統括業務」を「その主たる事業」として実体基準や管理

支配基準の判定を行う旨の規定が置かれたのであるから、いずれにせよ、平成２２年改正後

の租税特別措置法は、「統括業務」を事業として行う企業の存在を前提としているものとい

わなければならない。そうすると、平成２２年改正前の措置法の下では、統括会社や統括業

務について何らの定めも置かれていなかったのであるから、特定外国子会社等がどのような

事業を主たる事業としているかどうかを端的に探求すれば足りるのであって、それが地域統

括事業であるならば、事業基準を満たすことになるというべきである。 

 したがって、被告の上記主張は、採用することができない。 

オ 以上によると、Ｂ各事業年度において、Ｂの主たる事業は、地域統括事業であったという

べきであり、Ｂが株式の保有を主たる事業としていたということはできないから、事業基準

を満たすことになる。 

(4) Ｂの主たる事業が卸売業に該当するか（本案の争点②）について 

ア 次に、被告は、Ｂ各事業年度において、Ｂの主たる事業は措置法６６条の６第４項１号所

定の「卸売業」に該当するから、非関連者基準（その主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、

金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業に該当する場合においては、その事業を主

として関連者以外の者との間で行っていること）を満たす必要があるところ、Ｂ各事業年度

において、Ｂが行った物流改善機能に係る業務の売上金額等の多くは関連者との取引である

から、非関連者基準を満たさない旨主張する。 

イ そこで、Ｂの主たる事業が卸売業に該当するかどうかについてみるに、前記(1)で認定し

た事実によると、①Ｂは、豪亜地域における地域統括会社として、集中生産・相互補完体制

を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図るために地域統括業務を行ってきた

ものであり、②Ｂ各事業年度には、Ｂの地域統括業務は、地域企画、調達、財務、材料技術、

人事、情報システム、物流改善といった多方面にわたるものとなっており、②その具体的な

内容は、アジア地域社長会や機能別会議の開催、新ＡＩＣＯの認可取得活動、ＦＴＡ・関税

の調査、材料・資材の調達交渉や廉価調達先の発掘、グローバルネッティングの運営とその

対象範囲の拡大作業、グループローンの推進、財経システムの標準化、材料品質保証の仕組

みの策定、原材料の品質調査、マネジメント研修の実施、人事制度の見直し検討、統合サー

バーへの集中化や各種ソフトの標準化の推進、インボイスの集中発行決済、リインボイスの

自動化等といった多種多様なものであるばかりか、これら各種業務は相互に関連し合い、有

機的一体をなして機能していたというのであるから、これら有機的一体をなしている地域統

括に関する各種業務のうち売買取引のみを取り出して主たる事業が「卸売業」に当たるとす

ることは、事業の実態にそぐわないものであり、相当でない。 

 そして、前記(2)で説示したとおり、措置法６６条の６第４項が、特定外国子会社等の行

う主たる事業の内容に応じて、非関連者基準又は所在地国基準を満たすことを要するものと

規定しているのは、①特定外国子会社等がその地において当該事業活動を営むことにつき正

当かつ十分な経済合理性があるかどうかの判定は、当該事業の本質的な行為が物理的にその
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所在地国内で行われているかどうか（所在地国基準）によって行うのが最も基本的かつ簡明

である一方、②同項１号が掲げる事業については、その性質上、場所的な結び付きが乏しく、

所在地国基準を適用するのは適当ではないため、所在地国基準に代えて、親会社等の関連者

の間に介在するだけの取引には経済的合理性が乏しいという観点から、非関連者基準による

こととされたものと解されるところ、Ｂの行っていた上記地域統括業務は、場所的な結び付

きが乏しいものということはできず、Ｂが統括している豪亜地域の中心部にあって、域内各

拠点へのアクセスも容易なシンガポールにおいて行うことに意味があるものというべきで

ある。また、前記(1)で認定したとおり、Ｂは、単に商品の流通や物流に介在するだけでは

なく、各生産拠点に対して各種システムを提供・管理し、生産活動への関与（生産分業体制

に関するシステムの運用や、材料調達等に関し各生産拠点の競争力を高めるための活動な

ど）もしていたものであるから、その事業活動の内容を単なる卸売業とみるのは相当ではな

いし、卸売業に対して非関連者基準が適用される上述の制度趣旨が当てはまるものでもない

（なお、平成２２年改正施行令３９条の１７第１０項は、卸売業を主たる事業として営む統

括会社に係る被統括会社を非関連者基準における関連者から除外する旨規定し、非関連者基

準の判定上、卸売業を主たる事業として営む統括会社が被統括会社との間で行う取引につい

ては、関連者取引に該当しないものとしている。このことからも、統括会社が行う地域統括

業務の中から物流関係取引のみを「卸売業」として取り出してこれに非関連者基準を適用し

た場合には、タックスヘイブン対策税制の趣旨にそぐわない不合理な結果となることは明ら

かである。）。 

ウ そうすると、Ｂ各事業年度において、Ｂの主たる事業は、措置法６６条の６第４項１号所

定の「卸売業」には該当しないというべきである。 

 そして、Ｂの主たる事業は、同号が掲げるその他の事業にも該当しないから、同項２号の

所在地国基準が適用されるところ、前記(1)で認定した事実によると、Ｂは、Ｂ各事業年度

において、シンガポール国内に、地域統括事業を行うために必要な事務所を賃借した上、事

務用什器備品・車両・コンピュータなどの固定資産を保有しており、上記事務所では、２８

人以上の従業員が地域統括事業に係る業務に従事していたというのであるから、Ｂは、主と

してその本店所在地国であるシンガポールにおいて地域統括事業を行っていたというべき

である。 

 したがって、Ｂは、所在地国基準（同号、措置法施行令３９条の１７第５項３号）を満た

すことになる。 

(5) 実体基準及び管理支配基準の充足について 

ア 前記(1)で認定した事実によると、Ｂは、シンガポールにおいて、事務所を賃借して、地

域統括事業に使用しているというのである。そうすると、Ｂは、その本店所在地国であるシ

ンガポールにおいて、その主たる事業である地域統括事業を行うのに必要と認められる固定

施設を有しているということができるから、実体基準（措置法６６条の６第４項、３項）を

満たすことになる。 

イ また、前記(1)で認定した事実によると、Ｂは、シンガポールにおいて、株主総会及び取

締役会を開催し、役員の職務執行や会計帳簿の作成及び保管を行っているというのである。

そうすると、Ｂは、その本店所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行ってい

るということができるから、管理支配基準（措置法６６条の６第４項、３項）を満たすこと
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になる。 

(6) 小括 

 以上によると、適用除外要件である事業基準、所在地国基準、実体基準及び管理支配基準を

いずれも満たすから、原告には、本件各事業年度において、措置法６６条の６第１項の適用が

除外されることになる。 

３ 本件各処分の適法性について 

(1) 平成２０年３月期更正処分の適法性について 

 前記前提事実(5)及び前記２で説示したところによると、原告の平成２０年３月期の法人税

については、所得金額１８０９億７８７０万９７３３円、納付すべき税額３０９億７４１９万

２１００円となるから、平成２０年３月期更正処分のうち、これらの金額を超える部分は、違

法というべきである。 

(2) 平成２１年３月期第４次更正処分の適法性について 

 前記前提事実(5)及び前記２で説示したところによると、原告の平成２１年３月期の法人税

については、所得金額マイナス６９８億６５８３万４１６６円、翌期へ繰り越す欠損金６９８

億６５８３万４１６６円となるから、平成２１年３月期第４次更正処分のうち、上記所得金額

を超える部分及び上記繰越欠損金額を下回る部分は、実体的に違法というべきである。ただし、

前記１(2)で説示したところによると、上記更正処分の取消しを求める訴えのうち、所得金額

マイナス６８８億６９０３万１６３３円を超えない部分及び翌期へ繰り越す欠損金６８８億

６９０３万１６３３円を超える部分の取消しを求める部分は不適法であるから、本件訴訟で取

り消されるべきは、上記更正処分のうち、所得金額マイナス６８８億６９０３万１６３３円を

超える部分及び申告した翌期へ繰り越す欠損金の額６８８億６９０３万１６３３円を下回る

部分である。 

(3) 本件賦課決定処分の適法性について 

 前記(1)によると、本件賦課決定処分は、通則法６５条１項の要件を欠き、違法というべき

である。 

第４ 結論 

 以上の次第で、本件訴えのうち、①平成２１年３月期第１次更正処分について取消しを求める部

分、②第２次更正処分について取消しを求める部分、③第４次更正処分のうち所得金額マイナス６

８８億６９０３万１６３３円を超えない部分及び翌期へ繰り越す欠損金６８８億６９０３万１６

３３円を超える部分の取消しを求める部分はいずれも不適法であるからこれを却下し、原告のその

余の請求（平成２０年３月期更正処分についての取消請求、平成２１年３月期第４次更正処分のう

ち所得金額マイナス６８８億６９０３万１６３３円を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金６８

８億６９０３万１６３３円を下回る部分の取消請求並びに本件賦課決定処分の取消請求）はいずれ

も理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 福井 章代 

   裁判官 笹本 哲朗 

   裁判官 西脇 真由子 
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（別紙） 

 

関係法令の定め 

 

 １ 租税特別措置法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの） 

２条１項 

 第２章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号 《省略》 

 １号の２ 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第２条第１項第３号又は第５号に規定する居住

者又は非居住者をいう。 

 ２号～１５号 《省略》 

２条２項 

 第３章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号 国内又は国外 それぞれ法人税法第２条第１号又は第２号に規定する国内又は国外をいう。 

 １号の２ 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第２条第３号又は第４号に規定する内国法人

又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しく

は主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含

む。 

 ２号 人格のない社団等 法人税法第２条第８号に規定する人格のない社団等をいう。 

 ３号～１８号 《省略》 

 １９号 事業年度 法人税法第１３条及び第１４条に規定する事業年度をいう。 

 １９号の２～２９号 《省略》 

４０条の４第１項 

 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域における

その所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著

しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの（以下この款において「特定外国子会社

等」という。）が、昭和５３年４月１日以後に開始する各事業年度（第２条第２項第１９号に規定する

事業年度をいう。以下この条において同じ。）において、その未処分所得の金額から留保したものとし

て、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法

人税法第２３条第１項第１号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項及び

次項において「剰余金の配当等」という。）の額に関する調整を加えた金額（以下この条において「適

用対象留保金額」という。）を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定

外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等（株式又は出資をいう。

以下この項及び次項において同じ。）の請求権（剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の

給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。）の内容を勘案して政令で定めるとこ

ろにより計算した金額（次条において「課税対象留保金額」という。）に相当する金額は、その者の雑

所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日の属する年分の

その者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 

 １号 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式

又は出資（当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額のうちに占める割合（当
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該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに

定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」とい

う。）が１００分の５以上である居住者 

 イ 議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。）

の数が１個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） その有する当該外国関係会

社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 

 ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） 

 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国

関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 

 ハ 議決権の数が１個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又は

ロに定める割合のいずれか高い割合 

 ２号 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が１００分の５以上である一の同族株主グル

ープに属する居住者（前号に掲げる居住者を除く。） 

６６条の４第１項 

 法人が、昭和６１年４月１日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者（外国

法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資（当該他方の法人が

有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の１００分の５０以上の数又は金額の株式又は出

資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係（次項及び第６項において「特殊の

関係」という。）のあるものをいう。以下この条において同じ。）との間で資産の販売、資産の購入、役

務の提供その他の取引を行った場合に、当該取引（当該国外関連者が法人税法第１４１条第１号から第

３号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源

泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。）に

つき、当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当

該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該法人の当該事業年度

の所得及び解散（合併による解散を除く。以下この条において同じ。）による清算所得（清算所得に対

する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得及び同法第１０３条第１項第２号の規定により

解散による清算所得とみなされる金額を含む。第７項において同じ。）に係る同法その他法人税に関す

る法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。 

６６条の６第１項 

 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけ

るその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して

著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの（以下この款において「特定外国子会

社等」という。）が、昭和５３年４月１日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額

から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の

金額に係る税額及び法人税法第２３条第１項第１号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の

分配（以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。）の額に関する調整を加えた金額（以

下この条において「適用対象留保金額」という。）を有する場合には、その適用対象留保金額のうちそ

の内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてそ

の株式等（株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。）の請求権（剰余金の配当等、財

産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。）の
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内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（以下この款において「課税対象留保金額」と

いう。）に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から２

月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 １号 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式

又は出資（当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額のうちに占める割合（当

該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに

定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」とい

う。）が１００分の５以上である内国法人 

 イ 議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。）

の数が１個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） その有する当該外国関係会

社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 

 ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） 

 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国

関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 

ハ 議決権の数が１個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロ

に定める割合のいずれか高い割合 

 ２号 《省略》 

６６条の６第２項 

 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資（その有する自己の株式等を除く。）の

総数又は総額のうちに居住者（第２条第１項第１号の２に規定する居住者をいう。以下この号及び第６

号において同じ。）及び内国法人並びに特殊関係非居住者（居住者又は内国法人と政令で定める特殊の

関係のある同項第１号の２に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。）が有する直接及び

間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合（当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法

人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合）が１００分の

５０を超えるものをいう。 

 イ 議決権の数が１個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） 当該外国法人

の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及

び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合 

 ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） 当該外国法人の

株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並び

に特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額

の合計額の占める割合 

 ハ 議決権の数が１個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又は

ロに定める割合のいずれか高い割合 

 ２号 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税

法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計

算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前７年以内に開始した各

事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。 

 ３号 直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は
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出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数

又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。 

 ４号 直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及

び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数を

いう。 

 ５号 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する

外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じ

て間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額とし

て政令で定めるものの合計額をいう。 

 ６号 同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又

は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者（外国法人を除く。）

をいう。 

６６条の６第３項 

 第１項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等（株式（出資を含む。）若しくは債券の保有、

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これ

らの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを

含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。）がその本店又は主た

る事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場

その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合（次

項において「固定施設を有するものである場合」という。）における第１項の規定の適用については、

同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事

する者の人件費として政令で定める費用の額の１００分の１０に相当する金額を控除した金額」とする。 

６６条の６第４項 

 第１項及び前項の規定は、第１項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がそ

の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であって、各

事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号

に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金

額については、適用しない。 

 １号 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業その事業を主とし

て当該特定外国子会社等に係る第４０条の４第１項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る

第１項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第６８条の９０第１項各号に掲げる連結法

人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令

で定める場合 

 ２号 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は

地域（当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行っている場合として政令で

定める場合 

６６条の６第６項 

 第３項又は第４項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、か

つ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。 

６８条の９０第１項 
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 次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけ

るその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して

著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの（以下この款において「特定外国子会

社等」という。）が、各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定

めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第２３

条第１項第１号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この項において「剰余金

の配当等」という。）の額に関する調整を加えた金額（以下この条において「適用対象留保金額」とい

う。）を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の

直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等（株式又は出資をいう。以下この項に

おいて同じ。）の請求権（第６６条の６第１項に規定する請求権をいう。第１号において同じ。）の内容

を勘案して政令で定めるところにより計算した金額（以下この款において「個別課税対象留保金額」と

いう。）に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から２

月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 １号 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式

又は出資（当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額のうちに占める割合（当

該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに

定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」とい

う。）が１００分の５以上である連結法人 

 イ 議決権（剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。）の数が１

個でない株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） 

 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数

のうちに占める割合 

 ロ 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人（ハに掲げる法人を除く。） 

 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国

関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 

 ハ 議決権の数が１個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又は

ロに定める割合のいずれか高い割合 

 ２号 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が１００分の５以上である一の同族株主グル

ープに属する連結法人（前号に掲げる連結法人を除く。） 

 

 ２ 租税特別措置法（現行のもの） 

６６条の６第１項 

 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけ

るその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して

著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの（以下この条及び次条において「特定

外国子会社等」という。）が、昭和５３年４月１日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を

有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接

保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等（株式又は出資をいう。以下第４項までにおいて同

じ。）の請求権（剰余金の配当等（法人税法第２３条第１項第１号に規定する剰余金の配当、利益の配

当又は剰余金の分配をいう。以下この項、次項及び第４項において同じ。）、財産の分配その他の経済的
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な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項、次項及び第４項において同じ。）の内容を勘案して

政令で定めるところにより計算した金額（以下この款において「課税対象金額」という。）に相当する

金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から２月を経過する日を含

むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

 １号・２号 《省略》 

６６条の６第３項 

 第１項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等で、株式等若しくは債券の保有、

工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの（これ

らの権利に関する使用権を含む。）若しくは著作権（出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを

含む。）の提供又は船舶若しくは航空機の貸付け（次項において「特定事業」という。）を主たる事業と

するもの（株式等の保有を主たる事業とする特定外国子会社等のうち、当該特定外国子会社等が他の外

国法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定め

るもの（以下この項において「統括業務」という。）を行う場合における当該他の外国法人として政令

で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの（以下この項において「事業持株会社」

という。）を除く。）以外のものが、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主た

る事業（事業持株会社にあっては、統括業務とする。以下この項において同じ。）を行うに必要と認め

られる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っ

ているものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のい

ずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当す

る事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。 

 １号 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主と

して当該特定外国子会社等に係る第４０条の４第１項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係

る第１項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第６８条の９０第１項各号に掲げる連結

法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政

令で定める場合 

 ２号 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は

地域（当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。）において行っている場合として政令で

定める場合 

６６条の６第４項 

 第１項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等が、平成２２年４月１日以後に開始する各事業

年度において前項の規定により第１項の規定を適用しない適用対象金額を有する場合において、当該各

事業年度に係る次に掲げる金額（第１号から第５号までに掲げる金額については、当該特定外国子会社

等が行う事業（特定事業を除く。）の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く。以

下この項において「特定所得の金額」という。）を有するときは、当該各事業年度の特定所得の金額の

合計額（次項において「部分適用対象金額」という。）のうちその内国法人の有する当該特定外国子会

社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政

令で定めるところにより計算した金額（当該金額が当該各事業年度に係る課税対象金額に相当する金額

を超えるときは、当該相当する金額。次条及び第６６条の８において「部分課税対象金額」という。）

に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から２月を経過

する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 
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 １号 剰余金の配当等の額（当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発

行済株式又は出資（その有する自己の株式等を除く。第４号において「発行済株式等」という。）の総

数又は総額のうちに占める割合が、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日（当該剰余金

の配当等の額の支払が法人税法第２４条第１項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で

定める日）において、１００分の１０に満たない場合における当該他の法人から受けるものに限る。以

下この号において同じ。）の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合

計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控

除した残額 

 ２号 債券の利子の額の合計額から当該利子の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当

該利子の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 

 ３号 債券の償還金額（買入消却が行われる場合には、その買入金額）がその取得価額を超える場合

におけるその差益の額の合計額から当該差益の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該

差益の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 

 ４号 株式等の譲渡（金融商品取引法第２条第１６項に規定する金融商品取引所（これに類するもの

で外国の法令に基づき設立されたものを含む。）の開設する市場においてする譲渡その他政令で定める

ものに限る。以下この号及び次号において同じ。）に係る対価の額（当該特定外国子会社等の有する他

の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直

前において、１００分の１０に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限

る。以下この号において同じ。）の合計額から当該株式等の譲渡に係る原価の額として政令で定めると

ころにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除

した残額 

 ５号 債券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該債券の譲渡に係る原価の額として政令で定める

ところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控

除した残額 

 ６号 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権（出版権及び著作隣接権を含む。）（以

下この号において「特許権等」という。）の使用料（当該特定外国子会社等が自ら行った研究開発の成

果に係る特許権等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。）の合計額か

ら当該使用料を得るために直接要した費用の額（当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費

の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

 ７号 船舶又は航空機の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した

費用の額（当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めると

ころにより計算した金額を含む。）の合計額を控除した残額 

６６条の６第５項 

 前項の規定は、第１項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等につき次のいずれかに該当する

事実がある場合には、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額について

は、適用しない。 

 １号 各事業年度における部分適用対象金額に係る収入金額として政令で定める金額が１０００万

円以下であること。 

 ２号 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該

各事業年度における部分適用対象金額の占める割合が１００分の５以下であること。 
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平成２２年法律第６号附則１条 

 この法律は、平成２２年４月１日から施行する。《以下省略》 

平成２２年法律第６号附則９０条１項 

 新租税特別措置法第６６条の６第１項及び第３項の規定は、同条第１項に規定する特定外国子会社等

の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同

項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第６６条の６第１項に規定する特定外国

子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に

係る同項に規定する課税対象金額については、なお従前の例による。 

 

 ３ 国税通則法（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの） 

２条 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号～５号 《省略》 

 ６号 納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいず

れかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による

国税の還付金（以下「還付金」という。）の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記

載したものを含むものとする。 

 イ 課税標準（国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税

標準額又は課税標準数量。以下同じ。） 

 ロ 課税標準から控除する金額 

 ハ 次に掲げる金額（以下「純損失等の金額」という。） 

 (1) 《省略》 

 (2) 法人税法（昭和４０年法律第３４号）に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又

はその連結事業年度（同法第１５条の２（連結事業年度の意義）に規定する連結事業年度をいう。以下

この号及び第１５条第２項第３号において同じ。）以前において生じたもの（同法第５７条第２項若し

くは第５項、第５８条第２項又は第８１条の９第２項（被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ等）の

規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。）のうち、同法の規定により翌事業年

度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得（同

法第２条第１８号の４（定義）に規定する連結所得をいう。以下この号及び第１５条第２項第３号にお

いて同じ。）の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結

事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることが

できるもの 

 (3) 《省略》 

 ニ 納付すべき税額 

 ホ 還付金の額に相当する税額 

 ヘ ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額 

 ７号～１０号 《省略》 

１５条１項 

 国税を納付する義務（源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納

税義務」という。）が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が
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確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確

定されるものとする。 

１６条１項 

 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるも

のとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。 

 １号 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告

がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他

当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分によ

り確定する方式をいう。 

 ２号 賦課課税方式 納付すべき税額がもっぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式を

いう。 

１６条２項 

 国税（前条第３項各号に掲げるものを除く。）についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる

方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。 

 １号 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税

額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式 

 ２号 前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式 

１９条１項 

 納税申告書を提出した者（《省略》）は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について

第２４条（更正）の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等（第２条第６号イからハ

まで（定義）に掲げる事項をいう。以下同じ。）又は税額等（同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。

以下同じ。）を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 

 １号～４号 《省略》 

２３条１項 

 納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期

限から１年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等（当該課税標準等又は

税額等に関し次条又は第２６条（再更正）の規定による更正（以下この条において「更正」という。）

があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等）につき更正をすべき旨の請求をすることがで

きる。 

 １号 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従って

いなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額（当

該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額）が過大であるとき。 

 ２号 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額（当該金額に関し更正があ

った場合には、当該更正後の金額）が過少であるとき、又は当該申告書（当該申告書に関し更正があっ

た場合には、更正通知書）に純損失等の金額の記載がなかったとき。 

 ３号 第１号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額（当該税額に

関し更正があった場合には、当該更正後の税額）が過少であるとき、又は当該申告書（当該申告書に関

し更正があった場合には、更正通知書）に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。 

２３条３項 

 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税
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標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となる

べき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。 

２４条 

 税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は

税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等が

その調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正

する。 

２６条 

 税務署長は、前２条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標

準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正又は決定に係る

課税標準等又は税額等を更正する。 

２９条１項 

 第２４条（更正）又は第２６条（再更正）の規定による更正（以下「更正」という。）で既に確定し

た納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税

義務に影響を及ぼさない。 

６５条１項 

 期限内申告書（還付請求申告書を含む。第３項において同じ。）が提出された場合（期限後申告書が

提出された場合において、次条第１項ただし書又は第６項の規定の適用があるときを含む。）において、

修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第３５

条第２項（期限後申告等による納付）の規定により納付すべき税額に１００分の１０の割合を乗じて計

算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 

６５条４項 

 第１項又は第２項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は

更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかったことについて正

当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当

な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除し

て、これらの項の規定を適用する。 

 

 ４ 法人税法（平成２１年法律第１３号による改正前のもの） 

２条 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号 国内 この法律の施行地をいう。 

 ２号 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 

 ３号 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。 

 ４号 外国法人 内国法人以外の法人をいう。 

 ５号～４８号 《省略》 

２８条 

 内国法人が各事業年度において第６９条第７項（外国税額の控除）に規定する外国子会社の所得に対

して課される外国法人税の額につき同項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める

ところにより計算した金額は、その内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
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に算入する。 

６９条１項 

 内国法人が各事業年度において外国法人税（外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で

定めるものをいう。以下この条において同じ。）を納付することとなる場合（内国法人が通常行われる

取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付す

ることとなる場合を除く。）には、当該事業年度の所得の金額につき第６６条第１項から第３項まで（各

事業年度の所得に対する法人税の税率）の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でそ

の源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額（以下この条に

おいて「控除限度額」という。）を限度として、その外国法人税の額（その所得に対する負担が高率な

部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。）を当

該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 

６９条２項 

 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除

限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前３年内事業年

度（当該事業年度開始の日前３年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。）の控

除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額（以下この項及び第１７項に

おいて「繰越控除限度額」という。）があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額

を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 

６９条３項 

 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除

限度額に満たない場合において、その前３年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法

人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額（以下この項及び第１７項に

おいて「繰越控除対象外国法人税額」という。）があるときは、政令で定めるところにより、当該控除

限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度

として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 

６９条８項 

 内国法人が外国子会社（当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株

式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の１００分の２５以上に相当す

る数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。）から受ける

剰余金の配当（株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型

分割によるものを除く。）若しくは利益の配当（分割型分割によるものを除く。）又は剰余金の分配（出

資に係るものに限る。）の額（以下この条において「配当等の額」という。）がある場合には、当該外国

子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該配当等の額に対応するもの（当該配当等の額

を課税標準として課される控除対象外国法人税の額との合計額が当該配当等の額に対して高率な負担

となる部分を除く。）として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、

当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなして、第１項から第３項までの規定を適用する。 

７４条１項 

 内国法人（清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。）は、各事業年度終了

の日の翌日から２月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書

を提出しなければならない。 
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 １号 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額 

 ２号 前号に掲げる所得の金額につき前節（税額の計算）の規定を適用して計算した法人税の額 

 ３号 第６８条及び第６９条（所得税額等の控除）の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げ

る法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額 

 ４号 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第２号に掲げ

る法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額 

 ５号 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合

には、その控除しきれなかった金額 

 ６号 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 

８０条の２ 

 内国法人が、確定申告書に記載すべき第７４条第１項第１号から第５号まで（確定申告書の記載事項）

に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第８１条の２２第１項第１号から第５号まで（連結確定

申告書の記載事項）に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修

正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該

内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から２月

以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第２３条第１項（更正の請求）

の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第３項に規定する更正請求書

には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受

けた日を記載しなければならない。 

 １号 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業

年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第７４条第１項第２号又は第４号

に掲げる金額（当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金

額）が過大となる場合 

 ２号 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後若しくは連結事業年度後の事業

年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該事業年度に係る第７４条第１項第１号に掲げる欠

損金額又は同項第３号若しくは第５号に掲げる金額（これらの金額につき修正申告書の提出又は更正が

あった場合には、その申告又は更正後の金額）が過少となる場合 

 

 ５ 所得税法 

２条１項 

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 １号 国内 この法律の施行地をいう。 

 ２号 《省略》 

 ３号 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人をいう。 

 ４号～４８号 《省略》 

 

 ６ 租税特別措置法施行令（平成２１年政令第１０８号による改正前のもの） 

３９条の１４第１項 

 法第６６条の６第１項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。 

 １号 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外



47 

国関係会社（法第６６条の６第２項第１号に規定する外国関係会社をいう。以下この節において同じ。） 

 ２号 その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の１００分の２５以下で

ある外国関係会社 

３９条の１４第２項 

 外国関係会社が前項第２号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところ

による。 

 １号 前項第２号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額に

つき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域（以下この節において「本店所在地国」という。）

の外国法人税（法人税法第６９条第１項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。）に

関する法令（当該外国法人税に関する法令が２以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する

法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。）の規定により計算した所得の金額

に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係

るへに掲げる金額を控除した残額とする。 

 イ その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額（次

に掲げる金額を除く。） 

 (1) その本店所在地国に所在する法人から受ける法人税法第２３条第１項第１号に規定する剰余金

の配当、利益の配当又は剰余金の分配（以下この節において「剰余金の配当等」という。）の額（法第

６６条の８第１項第２号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。） 

 (2) その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式等

（株式又は出資をいう。以下この節において同じ。）の数又は金額の当該法人の発行済株式又は出資（自

己が有する自己の株式等を除く。）の総数又は総額（以下この節において「発行済株式等」という。）の

うちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準

に含まれないこととされるもの 

 ロ その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額 

 ハ その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額 

 ニ その積み立てた法第５７条の５第１項又は第５７条の６第１項の異常危険準備金に類する準備

金（以下この項及び次条第２項において「保険準備金」という。）の額のうち損金の額に算入している

金額で法第５７条の５又は第５７条の６の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されない

こととなる金額に相当する金額 

 ホ その積み立てた保険準備金（法第５７条の５又は第５７条の６の規定の例によるものとした場合

に積み立てられるものに限る。）につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした

場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額 

 ヘ その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額 

 ２号 前項第２号の租税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 

 イ 当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本

店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額（その本店所在地国の法令により当

該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを

含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。） 

 ロ 当該外国関係会社が当該各事業年度においてその本店所在地国において軽減され、又は免除され

た外国法人税の額で、当該外国関係会社に係る内国法人が法人税法第６９条第８項又は第８１条の１５
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第８項の規定の適用を受ける場合に第１条の３第１項第２号に規定する租税条約の規定により当該外

国関係会社が納付したものとみなされるもの 

 ３号 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号イの外国法

人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の

額とすることができる。 

 ４号 前項第２号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額

（当該収入金額が第１号イ(1)又は(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額）か

ら所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率によ

り判定するものとする。 

３９条の１６第１項 

 法第６６条の６第１項の未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配

当等の額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同条第２項第２号に規定する

未処分所得の金額（以下この項において「未処分所得の金額」という。）から次に掲げる金額の合計額

を控除した残額（第１号に規定する還付を受けることとなる法人所得税の額が同号に規定する納付をす

ることとなる法人所得税の額を超えることとなる場合には、未処分所得の金額にその超える部分の金額

を加算した金額から第２号に掲げる金額を控除した残額）とする。この場合において、第１号及び第２

号に掲げる金額の合計額が当該未処分所得の金額を超えるときは、まず第１号に掲げる金額の控除を行

い、次に第２号に掲げる金額の控除を行うものとする。 

 １号 当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額（当該各事業年度において還付

を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控

除した残額） 

 ２号 当該各事業年度を基準事業年度（剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する事業年度をいう。

以下この号において同じ。）とする剰余金の配当等の額（当該各事業年度終了の日の翌日から２月を経

過する日を含む当該特定外国子会社等に係る内国法人の事業年度終了の日までに支払義務が確定した

ものに限る。以下この号において同じ。）の合計額（当該各事業年度を基準事業年度とする剰余金の配

当等の額の全部又は一部が次に掲げる者に支払われた場合には、当該合計額は零とする。） 

 イ 当該内国法人に係る外国関係会社（当該内国法人に係る特定外国子会社等（法第６８条の９０第

１項に規定する特定外国子会社等を含む。）を除く。）でその受ける剰余金の配当等の額につきその本店

所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著

しく低い税の負担として財務省令で定める基準（第３９条の１９第２項において「軽課税基準」という。）

以下のもの 

 ロ 当該内国法人に係る他の特定外国子会社等（法第６８条の９０第１項に規定する特定外国子会社

等を含む。次項第３号において同じ。） 

３９条の１６第２項 

 法第６６条の６第１項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国

法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する適用対象留保金額（以下この節において

「適用対象留保金額」という。）に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済

株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求

権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額（当該内国法人の同項の規定の適用に係る各事業

年度において、当該特定外国子会社等につき第１号若しくは第２号に掲げる事実が生じた場合又は当該
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内国法人に係る外国関係会社（当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有するものに

限る。）につき第３号に掲げる事実が生じた場合には、当該計算した金額からそれぞれこれらの号に定

める金額を控除した残額）とする。 

 １号 法第６６条の８第１項第１号に掲げる事実（当該特定外国子会社等の当該適用対象留保金額の

計算上控除されなかった剰余金の配当等の支払の事実に限る。） 

 当該剰余金の配当等の額（当該剰余金の配当等の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該

適用対象留保金額に相当する金額）に当該適用対象留保金額に係る事業年度終了の時における当該特定

外国子会社等の発行済株式等のうちに当該事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定

外国子会社等の請求権勘案保有株式等（当該内国法人に係る前項第２号イ及びロに掲げる者を通じて保

有する請求権勘案間接保有株式等を除く。）の占める割合を乗じて計算した金額 

 ２号 法第６６条の８第１項第２号に掲げる事実 同号に定める金額に当該事実が生じた時におけ

る当該特定外国子会社等の発行済株式等のうちに当該事実が生じた時における当該内国法人の有する

当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等（同号に定める金額が当該内国法人に係る前項第２号イ

及びロに掲げる者に対して交付された場合におけるこれらの者を通じて保有する請求権勘案間接保有

株式等を除く。）の占める割合を乗じて計算した金額 

 ３号 法第６６条の８第１項第３号に掲げる事実 同号に定める金額（当該金額が他の特定外国子会

社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国子会社等

に係る適用対象留保金額又は課税対象留保金額若しくは個別課税対象留保金額の計算上控除される金

額と当該事実が生じたことにより同項又は法第６８条の９２第１項の規定により損金の額に算入され

る金額との合計額に相当する金額を控除した残額）のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金

額 

３９条の１７第２項 

 法第６６条の６第４項第１号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各

事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定

める場合とする。 

 １号 卸売業 当該各事業年度の棚卸資産の販売に係る収入金額（当該各事業年度において棚卸資産

の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買

の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。）の合計額のうちに関連者（当該特

定外国子会社等に係る法第４０条の４第１項各号、第６６条の６第１項各号、第６８条の９０第１項各

号及び前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。）以外の者との間の取引に係る

販売取扱金額の合計額の占める割合が１００分の５０を超える場合又は当該各事業年度において取得

した棚卸資産の取得価額（当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数

料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕

入取扱金額」という。）の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の

占める割合が１００分の５０を超える場合 

 ２号 銀行業 《省略》 

 ３号 信託業 《省略》 

 ４号 金融商品取引業 《省略》 

 ５号 保険業 《省略》 

 ６号 水運業又は航空運送業 《省略》 
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３９条の１７第５項 

 法第６６条の６第４項第２号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各

事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定

める場合とする。 

 １号 不動産業 主として本店所在地国にある不動産（不動産の上に存する権利を含む。以下この号

において同じ。）の売買又は貸付け（当該不動産を使用させる行為を含む。）、当該不動産の売買又は貸

付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合 

 ２号 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合 

 ３号 第２項及び前２号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行っている場合 

３９条の２０第１項 

 法第６６条の６第１項の場合において、外国法人が外国関係会社に該当するかどうかの判定は、当該

外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するか

どうかの判定は、これらの法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。 

 ７ 法人税法施行令（平成２３年政令第１９６号による改正前のもの） 

１４４条１項 

 法第６９条第２項（外国税額の控除）に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定め

る金額は、内国法人の同項に規定する前３年内事業年度（次項及び第８項において「前３年内事業年度」

という。）の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、

同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第２項に規定す

る当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることと

なる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。 

１４４条２項 

 内国法人が前３年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外

国法人税の額をその納付することとなった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合に

は、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前

項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用す

る。 

１４４条３項 

 内国法人の当該事業年度開始の日前３年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各

連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税

の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、

当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第１

項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用す

る。 

１４４条４項 

 内国法人の法第６９条第２項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第

１項及び次条第１項の規定の適用については、第１項の規定により当該内国法人の当該適用を受けるこ

とができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余

裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。 

１４４条５項 



51 

 前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対

象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額（法第６９条第１項に規定する控除限度額をいう。

以下この条において同じ。）に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国法人

税の額を控除した金額に相当する金額をいう。 

１４４条６項 

 第１項から第４項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に定める金額をいう。 

 １号 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度

の国税の控除限度額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額（前条に規定する合計額をい

う。以下この項及び次項において同じ。）に相当する金額 

 ２号 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度

の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満た

ない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額 

１４４条７項 

 第１項及び第４項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとな

る控除対象外国法人税の額が当該事業年度の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超

える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。 



52 

（別表１） 

 

本件各事業年度におけるＢに係る子会社及び関係会社 

 No. 法人名 略称 所在地国 事業内容 

1 Ｃ Ｃ シンガポール共和国 エンジン関連部品の卸売 

2 Ｏ Ｏ タイ王国 
自動車部品の卸売り 

タイ関係会社の統括・運営サービス 

3 Ｇ Ｇ マレーシア 
自動車部品及びエアコンユニットの

製造販売 

4 Ｑ Ｑ 
ベトナム 

社会主義共和国 
自動車部品の製造販売 

5 Ｉ Ｉ 中華民国（台湾） 自動車及び機械部品の製造販売 

6 Ｄ Ｄ タイ王国 自動車部品及び設備の製造販売 

7 Ｅ Ｅ タイ王国 金型、治工具の製造販売 

8 Ｒ - マレーシア 休業中 

9 Ｈ Ｈ フィリピン共和国 自動車部品及び設備の製造販売 

10 Ｆ Ｆ インドネシア共和国 
自動車・オートバイ部品及び設備の製

造販売 

11 Ｓ Ｓ インドネシア共和国 自動車部品の卸売 

12 Ｔ Ｔ タイ王国 自動車部品の製造販売 

子
会
社 

13 Ｕ Ｕ タイ王国 

自動車部品の研究開発 

タイ国内コーポレートサービス機能

（経理・人事・情報システム・生産管

理） 

14 Ｖ Ｖ サウジアラビア王国 
自動車部品及びエアコンユニットの

製造販売 

15 Ｗ － インドネシア共和国 
自動車部品及び設備の製造販売 

（Ｆ社の子会社） 

関
連
会
社 

16 Ｘ Ｘ フィリピン共和国 投資会社（Ｈ社の関連会社） 
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（別表２） 

 

Ｂの子会社及び関係会社持分 

 No. 法人名 略称 
平成19年3月期 

持分(％) 

平成20年3月期 

持分(％) 
備考 

1 Ｃ Ｃ 100.0 100.0  

2 Ｏ Ｏ 50.0 50.0 残50％はＤが所有 

3 Ｇ Ｇ 72.7 72.7  

4 Ｑ Ｑ 95.0 95.0  

5 Ｉ Ｉ 80.0 80.0  

6 Ｄ Ｄ 51.3 51.3  

7 Ｅ Ｅ 80.0 80.0 残20％はＤが所有 

8 Ｒ - 72.7 72.7  

9 Ｈ Ｈ 100.0 100.0  

10 Ｆ Ｆ 58.3 58.3  

11 Ｓ Ｓ 51.0 51.0  

12 Ｔ Ｔ 90.0 90.0  

子
会
社 

13 Ｕ Ｕ 100.0 100.0  

14 Ｖ Ｖ 50.0 50.0  

15 Ｗ － 28.6 28.6  

関
連
会
社 

16 Ｘ Ｘ 38.9 38.9  
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別表３、別表７及び別表８ 省略 
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（別表４） 

 

課税の経緯（平成２０年３月期） 

（単位：円） 

区分 

項目 
 確定申告 

更正処分等 

(第1次更正処分) 

更正処分等 

(第2次更正処分) 
異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

年 月 日  平成20年6月30日 平成21年2月17日 平成22年6月28日 
平成22年 

8月26日 

平成22年 

11月24日 

平成22年 

12月22日 

平成23年 

11月22日 

所得金額又は欠損金額(△印) ① 179,779,097,409 180,978,709,733 186,018,255,248 

法 人 税 額 ② 53,933,729,100 54,293,612,700 55,805,476,500 

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 ③ 10,879,141,056 10,879,141,056 10,879,141,056 

差 引 法 人 税 額 

（ ② － ③ ） 
④ 43,054,588,044 43,414,471,644 44,926,335,444 

所 得 税 額 の 控 除 額 ⑤ 2,546,840,622 2,546,840,622 2,546,840,622 

外 国 税 額 の 控 除 額 ⑥ 9,893,438,823 9,893,438,823 9,893,438,823 

納 付 す べ き 法 人 税 額 

（ ④ － ⑤ － ⑥ ） 
⑦ 30,614,308,500 30,974,192,100 32,486,055,900 

既に納付の確定した法人税額 ⑧ 12,716,863,300 30,614,308,500 30,974,192,100 

差 引 納 付 す べ き 又 は 

減少 (△印 )する法人税額 

（ ⑦ － ⑧ ） 

⑨ 17,897,445,200 359,883,600 1,511,863,800 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 ⑩ - 26,216,000 151,186,000 

全
部
取
消
し 

棄
却 

全
部
取
消
し 

棄
却 

重 加 算 税 の 額 ⑪ - 34,202,000  

（注）⑦欄の数値は１００円未満の端数を切り捨てたものである。 
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（別表５） 

 

平成２１年３月期課税の経緯 

 

２１年３月期 （単位：円） 

区分 

項目 
 確定申告 

更正処分 

（第１次更正処分） 
第２次更正処分 第３次更正処分 第４次更正処分 

年 月 日  平成21年6月30日 平成22年6月28日 平成24年6月22日 平成24年10月12日 平成25年2月28日 

所 得 金 額 又 は 欠 損 

金 額 （ △ 印 ） 
① △68,869,031,633 △62,556,988,575 △63,553,791,108 △63,553,791,108 △63,553,791,108 

法 人 税 額 ② 0 0 0 0 0 

法 人 税 額 の 特 別 控 

除 額 
③ - - - - - 

差 引 法 人 税 額 

（ ② － ③ ） 
④ 0 0 0 0 0 

所 得 税 額 の 控 除 額 ⑤ 3,218,400,774 3,218,400,774 3,218,400,774 3,218,400,774 3,218,400,774 

外 国 税 額 の 控 除 額 ⑥ 6,091,837,598 7,376,784,495 6,381,411,492 6,497,637,586 5,662,153,710 

還 付 所 得 税 額 等 

（ ④ － ⑤ － ⑥ ） 
⑦ 9,310,238,372 10,595,185,269 9,599,812,266 9,716,038,360 8,880,554,484 

既 に 納 付 の 確 定 し 

た 法 人 税 額 
⑧ - △9,310,238,372 △10,595,185,269 △9,599,812,266 △9,716,038,360 

差 引 納 付 す べ き 又 

は減少（△印）する 

法 人 税 額 

（ ⑦ － ⑧ ） 

⑨ △9,310,238,372 △1,284,946,897 995,373,000 △116,226,094 835,483,800 

翌期へ繰り越す欠損金 ⑩ 68,869,031,633 62,556,988,575 63,553,791,108 63,553,791,108 63,553,791,108 
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（別表６） 

 

平成２１年３月期第２次更正処分の内容により原告自ら確定申告額を是正した場合の所得金額及び税額 

 

２１年３月期 （単位：円） 

区分 

項目 
 確定申告 第２次更正処分の内容 

年 月 日  平成21年6月30日  

所得金額又は欠損 

金 額 （ △ 印 ） 
① △68,869,031,633 △69,865,834,166 

法 人 税 額 ② 0 0 

法人税額の特別控 

除 額 
③ - - 

差 引 法 人 税 額 

（ ② － ③ ） 
④ 0 0 

所得税額の控除額 ⑤ 3,218,400,774 3,218,400,774 

外国税額の控除額 ⑥ 6,091,837,598 6,091,837,598 

還 付 所 得 税 額 等 

（ ④ － ⑤ － ⑥ ） 
⑦ 9,310,238,372 9,310,238,372 

既に納付の確定し 

た 法 人 税 額 
⑧ - △9,310,238,372 

差引納付すべき又 

は減少（△印）する 

法人税額（⑦－⑧） 

⑨ △9,310,238,372 0 

翌 期 へ 繰 り 越 す 

欠 損 金 
⑩ 68,869,031,633 69,865,834,166 

 


